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令和５年度「新潟県犯罪被害者等支援推進計画」実施状況 

 

県では、犯罪被害者等支援に関する県民理解の一層の推進を図り、総合的・計

画的な支援施策を推進するため、犯罪被害者等支援における基本理念や県・県民・

事業者・民間支援団体の責務、基本的施策等を定めた「新潟県犯罪被害者等支援

条例（令和２年 12 月 25 日新潟県条例第 48 号）（以下「条例」という。）」を令和

３年４月１日に施行しました。 

条例第９条に基づき、「新潟県犯罪被害者等支援推進計画（以下「計画」という。）」

を策定し、犯罪被害者等支援に関する様々な施策に取り組んでいるところですが、

計画第１章６「実施状況の公表」に基づき、実施状況について公表します。 
 

１ 計画の概要 

（１） 計画期間  

令和３年度～令和７年度（５年間） 

（２） 施策体系 

本県における犯罪被害者等支援に関する施策を総合的及び計画的に推進す

るため、条例（第２章第 13 条～第 24 条）において定めた「基本的施策」を、

取組内容に応じて次の４つの「施策の柱」により体系的に位置付けています。 
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【施策の柱】 

２ 損害回復・経済的 

支援等への取組 

３ 精神的・身体的被害の 

回復・防止への取組 

 

１ 相談・支援等のため

の体制整備への取組 

４ 理解増進・気運醸成

への取組 

10 県民等の理解の増進 
（第20条関係） <No.163～172> 

【基本的施策】 

<具体的施策 No.> 

11 被害者支援を考える月間 
（第23条関係） <No.173～178> 

７ 経済的負担の軽減 
（第19条関係） <No.94～126> 

６ 雇用の安定 
（第18条関係） <No.86～93> 

５ 居住の安定 
（第17条関係） <No.75～85> 

４ 日常生活の支援及び配慮 
（第15条関係） <No.64～74> 

９ 安全の確保 
（第16条関係） <No.144～162> 

８ 心身に受けた影響からの回復 
（第14条関係） <No.127～143> 

12 表彰 
（第24条関係） <No.179> 

２ 人材の育成 
（第21条関係） <No.42～54> 

３ 民間支援団体に対する支援 
（第22条関係） <No.55～63> 

１ 相談及び情報の提供等 
（第13条関係） <No.1～41> 



- 2 - 
 

２ 施策の実施状況 

令和５年度の実施状況、今後の取組は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

〇 犯罪被害者等が直面する様々な問題に対し、適切に相談を受けることがで

きるよう、県・県警等が連携し相談体制の充実を図るほか、適切な支援を受

けることができるよう、必要とする情報の提供等に取り組みました。 

 

〇 主な取り組みとして、被害者等の相談に総合的に対応するため、「犯罪被害

者等支援総合窓口」を設置し、支援のニーズや抱える問題の把握と、必要な

支援や情報の提供を行うほか、犯罪被害者等早期援助団体として指定してい

る「(公社)にいがた被害者支援センター」への業務委託により、事件発生直

後から、被害者等への相談・支援等を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 今後も犯罪被害者等が、必要な支援を途切れなく受けることができるよう、

被害者等の置かれている実情に応じた相談対応や情報提供等に取り組んで

まいります。 

 

 

 

 

 
〇 犯罪被害者等が必要とする支援は多岐に渡り、また、無理解や配慮に欠け

た言動等により、二次的被害を生じさせることがないよう、支援に従事する

職員等が、被害者等の置かれている状況や心情を理解し、十分な配慮のもと

で行う必要があることから、研修会等の充実に努めました。 

施策の柱１ 相談・支援等のための体制整備への取組  

【基本的施策１】 相談及び情報の提供等（第 13 条関係） 

【基本的施策２】 人材の育成（第 21 条関係）  

＜令和５年度 実績＞ 

「犯罪被害者等支援総合窓口」 

相談実績：９件 

 

「(公社)にいがた被害者支援センター」活動実績 

電話相談：1,366 件 

面接相談：75 件 

付添い、生活支援などの直接支援：274 件 

自助グループ開催：６回 (30 名参加) 
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〇 市町村総合的対応窓口職員等のスキルアップ等を図るため、県内３か所で

担当者会議を開催し、事例演習を交えた研修を行ったほか、警察職員の異動

や採用時などに、必要に応じ指導教養を実施しました。 

 

〇 支援に従事する職員等は、被害者等の感情を受け止めることにより、心身

に不調が出る（代理受傷）可能性もあることから、採用後間もない警察官を

対象とした研修をはじめ、様々な機会を通じ、代理受傷の防止に向けた周知・

啓発に取り組みました。 

 

〇 引き続き、被害者等支援に関わる関係者が、広く必要な知識を身につけ、

被害者等が直面する様々な問題に適切に対応できるよう、支援体制の充実に

繋がる人材の育成に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

〇 被害者等支援に適切かつ効果的に取り組むため、被害者等支援施策の推進

に中心となり取り組む民間支援団体である、（公社）にいがた被害者支援セン

ターと、県、警察本部で構成する「新潟県犯罪被害者等支援調整会議」を定

期的に開催し、広報・啓発等に関する検討や情報共有を図りました。 

  調整会議における広報・啓発等に関する検討により、被害者支援を考える

月間（11 月）における広報啓発活動が円滑に行われるなど、関係者による一

層の連携・協力が図られました。 

 

〇 民間支援団体における安定した財政基盤の確立に向けた支援として、「被

害者支援自動販売機の設置」について、関係機関に協力依頼を行うなど、設

置の促進を図るとともに、「ホンデリング」活動にも取り組みました。 

 

〇 今後も、民間支援団体が効果的に犯罪被害者等支援を推進することができ、

被害者等に途切れない支援を提供できるよう、関係機関等に対し、民間支援

団体との連携・協力を働きかけるとともに、その活動に関して広く周知を図

ってまいります。また、ホンデリング活動等を通じて、支援の輪が広く県民

に広がるとともに、民間支援団体の自主財源確保につながるよう、努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

【基本的施策３】 民間支援団体に対する支援（第 22 条関係） 
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〇 犯罪被害者等が、生活を再構築し、安心して日常生活を営むことができる

よう、それぞれの実情に応じた生活支援や精神的負担の軽減等を行うため、

犯罪被害者等早期援助団体((公社)にいがた被害者支援センター)による裁

判所・病院・警察等への付添い、生活支援等のほか、身体犯又は重大な交通

事故事件等の被害者等に対し、指定被害者支援要員として指定をうけた警察

官による付添い支援等を行いました。 

 

〇 被害者等が被害前の平穏な生活に少しでも近づけるよう、今後も日常生活

を支えるためのきめ細やかな支援や様々な配慮に取り組み、必要な施策を推

進します。  

 

 

 

 

 

〇 犯罪被害者等が、犯罪被害の影響により、これまで住んでいた住居に引き

続き居住することが困難になった場合等、中長期的に居住可能な住居や、一

時的な避難場所を確保できるよう、県営住宅の入居者選考において、犯罪被

害者等及びＤＶ被害者を優先的に取り扱うとともに、目的外使用により、一

時的に県営住宅へ入居できるよう配慮したほか、女性福祉相談所において、

要保護女子及び暴力被害者の一時保護を行いました。 

 

〇 加害者又はその関係者から危害を加えられる恐れがあることから、被害直

後に一時的に避難する必要がある犯罪被害者等の宿泊施設の宿泊料を負担

しました。 

 

 

 

 

 

 

〇 今後も継続的に制度の周知等を図るとともに、被害者等のそれぞれの状況

に応じた支援が行えるよう、取り組んでまいります。 

 

 

施策の柱２ 損害回復・経済的支援等への取組  

【基本的施策４】 日常生活の支援及び配慮（第 15 条関係） 

【基本的施策５】 居住の安定（第 17 条関係）  

＜令和５年度 実績＞ 

「県営住宅の入居選考の状況」 

実績：１件（目的外使用) 
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〇 犯罪被害者等は、その被害等により従前通りの就労ができず、雇用関係の

維持に支障を来すこともあり、新たに職に就こうとしても、様々な事情から

難しい場合も多いことから、ひとり親家庭や若年者等の就業に向けた支援や

職業訓練など、就労に繋がる様々な施策に取り組み、きめ細かなサービスの

提供に努めました。 

 

〇 引き続き、犯罪被害者等が必要とする就労支援の推進、事業者の理解促進

に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

〇 犯罪被害者等は、被害直後から長期にわたり、予期しない様々な経済的負

担を強いられるほか、生計維持者を失うなど、経済的な困窮に陥る場合があ

ることから、被害者等が利用できる様々な経済的負担を軽減するための給付

制度や貸付制度などの支援施策の充実に努めるとともに、制度に関する情報

の提供を行いました。 

 

〇 主な取組として、犯罪被害者等への見舞金の支給に取り組む市町村を支援

するため、「犯罪被害者等見舞金支給事業補助金」事業に取り組み、令和５年

度末までに 23 市町村が事業を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 行政などでは、犯罪被害給付金をはじめ、見舞金支給事業補助金など、被

害者等支援に特化した事業のほか、様々な支援制度に取り組んでおり、被害

者等がそれぞれのニーズに応じた制度を利用できるよう、引き続き、情報の

提供や利用の助言等を行ってまいります。 

 

【基本的施策６】 雇用の安定（第 18 条関係） 

【基本的施策７】 経済的負担の軽減（第 19 条関係）  

＜令和５年度までの実績＞ 

「見舞金支給事業補助金」実施市町村の状況 

23 市町村 (うち R5 事業開始５) 

R3：新潟市、十日町市、長岡市 

R4：柏崎市、新発田市、加茂市、燕市、糸魚川市、 

妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、 

胎内市、田上町、阿賀町、刈羽村、三条市 

R5：小千谷市、見附市、村上市、佐渡市、出雲崎町 
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〇 犯罪被害者等は、犯罪等による負傷や、精神的なショックなどから、様々

な心身の変調が被害直後から中長期的に現れることもあり、それぞれの状況

に応じた適切な支援を行う必要があります。 

 

〇 主な取組として、警察職員の犯罪被害者等カウンセラーによるカウンセリ

ングや捜査手続への付添いなどの、被害直後の支援を行ったほか、中長期的

な支援として、スクールカウンセラーによる相談支援体制の整備などに取り

組みました。 

 

〇 性暴力・性犯罪被害者に対する一元的・総合的な支援窓口である「性暴力

被害者支援センターにいがた」では、性暴力・性犯罪被害者に寄り添い、警

察等への付添いを行うなど、心身の回復に向けた必要な支援を行いました。 

 

〇 犯罪被害者等が、それぞれの心身の状況等に応じた適切な支援が受けられ

るよう、引き続き、関係職員の理解促進とスキルアップを図るとともに、関

係機関等と連携した支援を継続します。 

 

 

 

 

 

〇 犯罪被害者等が抱える、再被害や二次的被害の恐怖や不安を軽減し、安全

を確保するため、再被害を受ける恐れの大きい被害者等について、適正な保

護措置等を実施するとともに、新たに認知した再被害の恐れのある被害者等

の要望に応じて、早期に組織的保護体制を確立するなどの保護措置を行いま

した。 

 

〇 また、女性福祉相談所における一時保護や、被害少年に配慮した捜査活動

や支援活動など、保護対策に取り組みました。 

 

〇 犯罪被害者等に関する報道に関して、被害者等の人権や安全に配慮した適

切な発表内容となるよう、二次的被害の防止に努めました。 

 

〇 引き続き、犯罪被害者等の安全を確保するために必要な施策の推進に取り

組みます。 

施策の柱３ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組  

【基本的施策８】 心身に受けた影響からの回復（第 14 条関係） 

【基本的施策９】 安全の確保（第 16 条関係） 



- 7 - 
 

 

 

 

 

 

〇 犯罪被害者等支援を推進するためには、県民や事業者の理解・協力が不可

欠であり、支援に向けた気運が高まるよう広報・啓発等を一層強化していく

必要があることから、被害者支援を考える月間（11 月）における集中的な取

り組みに加え、民間企業と連携・協力した広報・啓発活動を実施しました。 

 

〇 命の大切さを学ぶ教室を開催し、被害者等への配慮・協力意識のかん養や

次世代を担う者の規範意識の向上に努めました。 

参加した生徒からは、「誰にでも被害者になる可能性があることを忘れない

ようにしたい」、「家族の大切さ、困ったことをすぐ伝えることの大切さを感

じた」などの感想が寄せられており、被害者を思いやる意識の醸成等が図ら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「命の大切さを学ぶ教室」の開催の様子 

 

〇 引き続き、県民等理解の一層の増進に繋がる広報・啓発等に取り組み、支

援に向けた気運が高まるよう努めてまいります。 

 

 

 

施策の柱４ 理解増進・気運醸成への取組 

【基本的施策 10】 県民等の理解の増進（第 20 条関係） 

＜令和５年度 実績＞ 

「命の大切さを学ぶ教室の開催状況」 

 開催回数：15 回  

      中学４校、高校７校、地域団体４団体 

約 3,800 人が参加 
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〇 条例第 23 条において、毎年 11 月を「被害者支援を考える月間」と定め、

市町村、関係機関等と連携し、集中的な広報啓発事業に取り組み、犯罪被害

者等支援に対する県民理解の一層の増進に努めました。 

 

〇 主な取組として、「新潟県縦断巡回パネル展」を県内５市町村で開催し、広

く来場者から被害者に寄り添うメッセージをいただいたほか、「犯罪被害者

支援フォーラム」を開催し、アンケートでは、来場者の 96％から「非常に有

意義・有意義」であったとの回答を得るなど、被害者支援への関心、理解促

進に繋がりました。 

 

＜令和５年度 実績＞ 

「新潟県縦断巡回パネル展の開催状況」 

 

 

 

 

                   

【基本的施策 11】 被害者支援を考える月間（第 23 条関係）  

市町村名 会場 開催期間

新潟市 クロスパルにいがた１階エントランス 10/14(土)～10/22(日)

魚沼市 魚沼市役所１階ロビー 10/26(木)～11/6(月)

妙高市 妙高市役所コラボサロン 11/2(木)～11/14(火)

新発田市 新発田市役所１階ラウンジ 11/9(木)～11/19(日)

阿賀野市 阿賀野市役所１階ロビー 11/21(火)～11/30(木)

五泉市 五泉市役所１階市民コーナー 11/28(火)～12/7(木)

見附市 ネーブルみつけ１階交流ストリート 12/5(火)～12/14(木)
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「巡回パネル展」の開催の様子 

 

「犯罪被害者支援フォーラムの開催状況」 

令和５年 11 月 25 日(土) 13:30～16:10 新潟ユニゾンプラザ 

プログラム 

・主催者あいさつ 

・犯罪被害者等支援功労知事表彰 

・作文朗読 

・基調講演 

・新潟県警察音楽隊ミニコンサート   

  
 

   

「犯罪被害者支援フォーラム 2023 in にいがた」の開催の様子 

 

〇 引き続き、犯罪被害者等支援への理解や関心が県内全域に浸透するよう、

県民理解の促進に向けた活動に努めてまいります。 
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〇 条例第 24 条に基づき、長年、犯罪被害者等支援に尽力した個人・団体等を

表彰し、これまでの功績に敬意を表するとともに、支援従事者等の活動意欲

の高揚や支援団体等の知名度・信頼度の向上を図りました。「被害者支援フォ

ーラム」において表彰式を行い、受賞された方の活動内容等を広く県民へ周

知し、被害者等支援に関する理解促進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

         

「表彰式(被害者支援フォーラム)」の様子 
 

〇 犯罪被害者等への様々な支援施策を推進する上で、個人や団体等によるボ

ランティア活動や事業者等による社会貢献活動などの取組は不可欠であるこ

とから、県内全域に被害者支援の輪が広がるよう、引き続き気運醸成に努め

てまいります。 

 

 

 

具体的施策ごとの実施状況は、別添一覧のとおりです。 

【基本的施策 12】12 表彰（第 24 条関係）  

＜令和５年度 表彰者＞ 

○個人 ２名 

運上 司子  ：臨床心理士 

元新潟県臨床心理士会会長、 

元(公社)にいがた被害者支援センター理事   

中曽根 えり子：交通犯罪被害者遺族 

        (公社)にいがた被害者支援センター理事 

○団体 １団体   

新潟県臨床心理士会 

【具体的施策】の実施状況 



 

令和５年度 実施状況 令和６年度 実施計画

〇「犯罪被害者等支援総合窓口」を
設置
＊R5相談実績：9件
〇必要に応じて関係機関との情報共
有を図り、適切な支援に繋げた

〇「犯罪被害者等支援総合窓口」と
して、必要な支援や情報の提供を行
うほか、関係機関・団体等への連
絡・調整を行い、適切な支援に繋げ
る

総務部

〇犯罪被害者支援室において、各警
察署及びにいがた被害者支援セン
ターなど関係機関と連携を図り直接
的な支援活動を推進した

〇事案発生や被害者等の要望が生じ
た場合に応じて迅速かつ適切に対応
する 警察本部

2
市町村における総合
的対応窓口の周知等

〇民間企業と連携した広報活動等を
通じ、相談窓口等の周知に取り組ん
だ
〇犯罪被害者等支援施策の取組状況
等を市町村と共有するなど、情報共
有を図った

〇市町村総合的対応窓口について、
県HP等での情報発信を行う
〇施策の策定や実施に必要な情報を
随時提供し、市町村における犯罪被
害者等支援の充実に努める

総務部

〇犯罪被害者支援ノート「ひまわ
り」、支援従事者向け「犯罪被害者
等支援ハンドブック」等による情報
提供

〇被害者等が必要な支援が受けられ
るよう、制度の周知を図る

総務部

〇情報提供に至る事案の発生がな
く、令和５年度に制度の利用実績は
なかった

〇支援対象となる被害者等を把握し
た都度、漏れなく情報を提供する 警察本部

4
人権に関する相談窓
口等の周知

〇県HP「新潟県の人権」内で相談窓
口について発信

〇様々な媒体を使用した情報発信を
行う 福祉保健部

5
被害者向けの支援
ノートの作成・配布

〇犯罪被害者支援ノート「ひまわ
り」を関係機関等を通じ配付
＊配付先：市町村、（公社）にいが
た被害者支援センター、性暴力被害
者支援センターにいがた、県警察
など

〇ノート「ひまわり」について、県
ＨＰ等での周知を図るとともに、県
警察及び関係団体と連携し、随時配
布する 総務部

6
犯罪被害者等早期援
助団体による犯罪被
害者等への支援

〇にいがた被害者支援センター活動
実績
・電話相談：1,366件
・面接相談：75件
・付添い、生活支援などの直接支
援：274件
・自助グループ開催：６回(30名参
加)

〇「にいがた被害者支援センター」
に業務を委託し、犯罪被害者等への
相談業務や裁判所・病院・警察等へ
の付添い、代理傍聴、生活支援等を
適切に実施する 警察本部

7
指定被害者支援要員
による支援

〇各警察署の実情に応じて指定被害
者支援要員を配置し対象事件の被害
者に対して適切な支援を行った
＊指定人員：上半期773名、下半期
775名

〇各警察署の情勢の変化に応じて指
定要員の配置を行う
＊指定人員：797人（R6.4月現在）

警察本部

8
被害者の手引の作
成・配付

〇手引（交通事件用）の改訂を行っ
た
＊主な改訂点
・警察の支援制度の記載内容を見直
し
・他機関の支援制度を追記
・市町村窓口の窓口情報の更新

〇法律や制度等の変更に応じた掲載
内容の見直しを行う

警察本部

9
死傷者多数事案発生
時における支援

〇令和５年度中、死傷者多数事案の
発生はなかった

〇早期に支援体制を確立するために
死傷者多数事案対応マニュアル等の
整備、改訂を行う 警察本部

施
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の
柱
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本
的
施
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具
体
的
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１
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援
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相
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報
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1
犯罪被害者等に対す
る総合的な支援

3
被害回復等のための
援助に関する情報の
提供

別添一覧
【具体的施策の実施状況】
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令和５年度 実施状況 令和６年度 実施計画
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施策名

実施状況等

所管

10
交通事故に関する相
談対応

〇面接による相談24件、電話による
相談221件の合計245件の交通事故相
談を実施
＊主な相談内容
・賠償額の算定、過失度合　等

〇長岡及び上越地域振興局における
巡回相談も含め、適切に相談業務を
実施する
〇必要な方へ相談所の情報が確実に
届くよう、広報を実施する

総務部

11
交通事故被害者への
支援

〇交通事故被害者等から損害賠償関
係・示談関係等、交通事故に伴う相
談に対応し、交通事故被害者等の経
済的、精神的負担を軽減するため、
安協会館に交通事故相談所を開設し
た
〇同相談所について新潟県安全協会
ホームページに事業掲載し、周知を
図った

〇交通事故被害者への支援を推進す
るため、交通事故に関する相談対応
や関係機関・団体との連携・情報提
供等を行う

警察本部

12
捜査情報の適切な提
供

〇R5年度中は、約490件の被害者連絡
対象事件について、被害者の手引き
を活用し、被害者のニーズに応じた
情報提供を実施した。また要望に応
じて被害者支援団体等のへの紹介・
引き継ぎも早期に実施した

〇被害者連絡制度対象の全事件につ
いて、被害者のニーズに応じた情報
提供を実施する

警察本部

13
犯罪被害者等への訪
問・連絡活動

〇令和5年度「身体犯被害に係る被害
者連絡対象者への地域警察官による
訪問・連絡活動実施要領について
（通知）」を発出
〇地域警察官による訪問・連絡活動
を希望した被害者又はその保護者に
対し活動を実施

〇担当課と情報共有し、緊密な連携
を図る
〇事件の発生・被害状況を踏まえ、
被害者から訪問・連絡の要望があっ
た場合は、要望・相談・苦情等を聴
取し、適切な対応に努める

警察本部

14
再被害防止に向けた
保護対策

〇R5年度中は、再被害防止要綱に基
づき指定された対象者について適正
な保護措置、更新等の手続きを実施
した。また新たに認知した再被害の
恐れのある者の要望に応じて、早期
に組織的保護体制を確立し、保護措
置を実施した

〇再被害防止対象者の適切かつ組織
的な保護対策を実施する

警察本部

15
児童虐待に関する相
談及び一時保護

〇児童福祉司及び市町村要保護児童
対策調整機関の担当者に対する研修
を実施した
〇国等の研修専門機関の専門的な研
修に児童相談所職員を派遣した
〇中央福祉相談センターに市町村支
援専任児童福祉司やヤングケアラー
コーディネーターを配置し、市町村
等への支援を強化した
〇一時保護所の第三者評価を実施
し、支援の質の向上を図った
〇ＳＮＳを活用した相談体制を構築
し、こどもや家庭からの相談に応じ
た
〇児童相談所で扱う児童情報及び一
連の相談支援業務を一括管理・共有
するためのシステムを構築した

〇市町村及び児童相談所職員への研
修を実施する
〇中央福祉相談センターに市町村支
援専任児童福祉司やヤングケアラー
コーディネーターを配置し、市町村
等への支援を実施する
〇児童相談所及び一時保護施設の第
三者評価の実施により支援の質の向
上を図る
〇ＳＮＳを活用して、こどもや家庭
からの相談に応じる
○一時保護施設等に意見表明支援員
を派遣し、こどもの意見表明の機会
を確保する

福祉保健部

16 被害少年の保護対策

〇被害少年に配慮した捜査活動や支
援活動
〇職員の支援技術向上のための研修
参加や資格取得
〇各学校やＳＮＳ等での犯罪被害防
止広報活動

〇被害少年への支援及び支援に関す
る広報・啓発活動等を実施する

警察本部

１
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施
策
の
柱

基
本
的
施
策

具
体
的
施
策

施策名

実施状況等

所管

17
スクールカウンセ
ラー制度の運用

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪被害に遭っ
た児童生徒等の相談対応を行える体
制を整備した

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪被害に遭っ
た児童生徒等の相談対応を行える体
制を整備する

教育庁

18
スクールソーシャル
ワーカー制度の運用

〇スクールソーシャルワーカーを教
育事務所に７名、生徒指導課に５名
配置し、要請に応じて派遣した

〇スクールソーシャルワーカーを教
育事務所に７名、生徒指導課に５名
配置し、要請に応じて派遣する

教育庁

19
いじめ等の相談に関
する解決に向けた支
援

〇相談窓口（電話、メール、ＳＮ
Ｓ）の設置・運営
〇児童生徒に相談窓口（電話、メー
ル、ＳＮＳ）に関するカード、リー
フレットを配付し、周知を図った

〇相談窓口（電話、メール、ＳＮ
Ｓ）の設置・運営
〇児童生徒に相談窓口（電話、メー
ル、ＳＮＳ）に関するカード、リー
フレットを配付し、周知を図る

教育庁

20
不登校児童生徒に対
する支援

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪等の被害に
遭った不登校児童等に対し相談支援
を行える体制を整備した
〇不登校対策スクールカウンセラー
を27校に配置し、不登校児童生徒に
対して家庭訪問を行える体制を整備
した

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪等の被害に
遭った不登校児童等に対し相談支援
を行える体制を整備する
〇不登校対策スクールカウンセラー
を35校に拡充配置し、不登校児童生
徒に対して家庭訪問や校内教育支援
センター訪問を行える体制を整備す
る

教育庁

21

女性福祉相談所（R6
～女性相談支援セン
ター）における相談
及び一時保護

〇女性福祉相談所において困難を抱
える女性の相談対応を行った
　また要保護女子及び暴力被害者の
一時保護を行った

〇夫等からの暴力や、帰省先がな
い、離婚したいなど、女性の生活上
の諸問題について相談に応じる
〇相談所内に設置される一時保護所
で、困難女性及び暴力被害者を一時
保護する

福祉保健部

22
ストーカー・ＤＶ被
害者等に対する支
援・保護対策

〇加害者に対する精神医学・心理学
的アプローチ（精神科医等からのア
ドバイス及びカウンセリング講座の
受講）の実施
〇被害者に対する携帯用緊急通報装
置（ココセコム）の貸出し
〇被害者等の一時避難場所確保に要
する経費の公費負担

〇精神医療機関等と連携を図り、ス
トーカー加害者に対するアプローチ
を積極的に実施し、再犯の抑止を図
る
〇事案内容に応じて被害者等に携帯
用緊急通報装置を貸出し、早期に被
害者保護を図る
〇行政機関、宿泊事業者と連携し、
被害者等の避難措置を徹底する

警察本部

23
男女平等社会の形成
を阻害する行為に関
する相談対応

〇「公益財団法人新潟県女性財団」
へ「男女平等推進相談室」の運営を
委託し、相談に対応
＊R5相談実績：1,589件
〇必要に応じて関係機関を紹介し、
適切な相談窓口に繋げた

〇「公益財団法人新潟県女性財団」
へ「男女平等推進相談室」の運営を
委託し、相談に対応する
〇相談室を周知するための広報に取
り組む

知事政策局

24
高齢者虐待防止に向
けた取組

〇虐待防止施策推進研修（地域振興
局）：6圏域7回
〇虐待防止ネットワーク運営推進事
業（地域振興局）：１圏域2回
〇養介護施設・事業所管理者等向け
BPSD対応研修（県社会福祉士会に委
託）：３回
〇高齢者権利擁護相談支援窓口の設
置（県社会福祉士会に委託）
＊検討会調整：５件、電話相談調
整：２件、研修企画へのアドバイ
ザー派遣：２回
＊専門職チームの派遣：５回
＊処遇困難事例検討会の開催：「虐
待対応ゼミ」と称した事例検討会を
４回実施

〇虐待防止施策推進研修（地域振興
局）
〇虐待防止ネットワーク運営推進事
業（地域振興局）
〇養介護施設・事業所管理者等向け
BPSD対応研修（県社会福祉士会に委
託）　３回
〇高齢者権利擁護相談支援窓口の設
置（県社会福祉士会に委託）
＊相談・調整窓口の設置
＊専門職の派遣
＊処遇困難事例検討会の開催

福祉保健部
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25
障害者虐待防止に向
けた取組

〇障害者権利擁護センターを設置
し、使用者虐待に関する通報又は届
出の受理、障害者虐待に関する相談
に対応、市町村及び関係機関との連
絡調整、情報提供、その他必要な援
助を実施
〇新潟県障害者虐待防止・権利擁護
研修を実施（障害福祉施設従事者
等、市町村担当職員の対象者別に研
修を実施）
〇新潟県自立支援協議会権利擁護部
会の実施（11/1、1/19）
〇障害者虐待防止対策支援専門委員
の派遣
＊R5実績：6件

〇障害者権利擁護センターの運営
〇障害者虐待防止・権利擁護研修の
実施
〇新潟県自立支援協議会権利擁護部
会の実施
〇障害者虐待防止対策支援専門委員
の派遣

福祉保健部

24
高齢者虐待防止に向
けた取組

〇新潟県社会福祉協議会に委託し
て、以下の事業を実施
＊市町村職員等を対象とした研修会
の実施
 ・成年後見制度担当者研修会
（R5.6.22）104名参加
 ・市町村長申立推進研修会
　＜基礎編＞（R5.8.8）58名参加
 ・市町村長申立推進研修会
　＜応用編＞（R5.8.30）22名参加
 ・中核機関ネットワーク会議
（R5.12.18・R5.12.26）計57名参加
 ・法人後見スタートアップ研修会
（R5.9.26）29名参加
 ・社会福祉法人による法人後見団体
ネットワーク会議（R6.2.28）42名参
加
＊市町村への助言・支援
 ・相談対応　62回
　県内自治体職員や社協職員などか
らの、中核機関の整備状況や市町村
長申立ての進め方などに係る随時の
相談に対応
 ・訪問検討会　39回
　対象市町村に対し、中核機関の機
能拡充や権利擁護人材の養成等の支
援を実施
 ・法人後見訪問検討会　12回
　対象市町村に対し、法人後見事業
実施に向けた意見交換や助言等を実
施
＊専門職団体等との意見交換会の実
施
 ・２回実施し、市町村における成年
後見制度利用促進に向けた検討を
行った
　これらの取組を通じて、市町村に
おける成年後見制度の必要性等につ
いて認識が深まり、計画策定や中核
機関の設置が進んだ市町村もでてき
たが、まだ取組が遅れている市町村
もある

〇新潟県社会福祉協議会に委託し
て、以下の事業を実施
＊市町村職員等を対象とした研修会
の実施
 ・成年後見制度担当者研修会
 （６月頃開催予定）
 ・市町村長申立てに関する研修会
  ＜基礎編＞（８月頃開催予定）
 ・市町村長申立てに関する研修会
  ＜応用編＞（８月頃開催予定）
 ・中核機関ネットワーク会議
 （12月頃開催予定）
 ・法人後見スタートアップ研修会
 （10月頃開催予定）
 ・法人後見団体ネットワーク会議
 （２月頃開催予定）
＊専門的支援アドバイザー・体制整
備支援アドバイザーの配置及び相談
窓口の設置
 ・県内４か所程度の市町村に訪問
し、市町村担当者と専門職団体との
意見交換等を実施
 ・第二期成年後見制度利用促進基本
計画のKPIである「担い手の確保・育
成等の推進」を図るための検討会を
実施
＊専門職団体等との意見交換会の実
施
 ・２回程度実施予定

福祉保健部
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26
性暴力・性犯罪被害
者への支援

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」24時間365日の相談体制に
より対応
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

27
性犯罪被害者等への
支援

〇R5年度は121名の性犯罪指定捜査員
を指定した
〇性犯罪被害者への対応について、
対象の警察官に対して教養を実施し
た
〇R5.10月、性犯罪被害専門部会を開
催することにより、関係機関との連
携を図った

〇適正捜査を推進し、性犯罪被害者
に対する二次被害を防止する
〇性犯罪被害専門部会を開催し、引
き続き関係機関との連携を図る

警察本部

28
性犯罪被害に関する
相談対応

〇相談を受けたものについては適切
に対応したうえ記録化し、引き続き
の対応や事件化が必要なものについ
ては関係所属に対して確実に引き継
ぎを行った
＊相談件数：462件

〇全国共通電話番号（＃8103／ハー
トさん）により、性犯罪被害に関す
る電話相談を受け付ける

警察本部

29 妊娠電話相談窓口

〇夜間の相談窓口として「にいがた
助産師そうだん～赤ちゃん、子育
て、妊娠、思春期、からだのこと
～」を新潟県助産師会へ委託実施
＊R5年度相談実績：延べ242件

〇新潟県助産師会へ委託し、相談窓
口開設を継続する
〇相談窓口について、周知・啓発を
図る

福祉保健部

30
暴力団犯罪被害者へ
の支援

〇暴力団員等に関する相談対応を実
施（100件）
〇弁護士相談費用助成についてはR5
年中実績なし

〇「暴力団犯罪被害者等支援窓口」
として、相談対応や情報提供及び助
言、指導を行う他、弁護士相談費用
助成等を行い、適切な支援に繋げる

警察本部

31
暴力団等からの保護
対策

〇暴力団員等を被疑者とする事件の
被害者及び被害関係者に対して、被
害を未然に防止する為、関係機関と
の連携を図り、携帯型緊急通報装置
の貸出し等を行った
＊R5年実績
・保護対策実績：30件（前年から継
続20件、新規10件）

〇暴力団等からの危害の未然防止を
図り、保護対象者の安全を確保する
ため、携帯型緊急通報装置の貸出し
を行うほか、必要に応じて身辺警戒
員による保護対策やパトロールを実
施する

警察本部

32
自殺予防対策（ここ
ろの相談）

〇新潟県こころの相談ダイヤル（毎
日24時間）開設
 ＊R5年度相談対応件数：9,532件

〇相談窓口の周知継続
〇関係機関との連携により、適切な
関係機関等への支援につなげていく

福祉保健部

33 医療機能情報の提供

〇医療機能情報「にいがた医療情報
ネット」で公表した

〇令和６年４月から運用が開始され
る全国統一的な情報提供システム
（医療情報ネット）により医療機能
情報を公表

福祉保健部
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34
高次脳機能障害者へ
の支援

〇高次脳機能障害相談支援センター
及び保健所にて、高次脳機能障害に
関する相談の対応及び家族教室等の
開催等を行った
〇医療・福祉・保健等の関係職員を
対象に、支援技術の向上や連携を図
るために研修会を開催した
＊R5実績：
・相談支援：実人数75人、延べ件数
276件
・家族の集い：10回、延べ128名参加
・家族教室：２回、延べ11名参加
・当事者の集い：４回、延べ33名参
加
・圏域別支援従事者研修会：７圏
域、200名参加
・医療・保健・福祉関係職員研修
会：１回 210名参加

〇高次脳機能障害相談支援センター
の運営
〇高次脳機能障害に関する相談対応
〇家族教室等の開催
〇圏域別支援従事者研修会開催
〇医療・保健・福祉関係職員研修会
開催
〇高次脳機能障害支援拠点運営委員
会実施

福祉保健部

35
ひとり親家庭等の自
立に向けた支援

〇ひとり親家庭の子どもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行った

〇ひとり親家庭のこどもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行う
〇未実施市町村に対して働きかけを
行う

福祉保健部

36
ひとり親家庭等の就
業等に向けた支援

〇ひとり親家庭等就業・自立支援事
業において、ひとり親家庭の父母等
の自立に向けた相談を行った
〇事業周知のためのリーフレットを
作成し、広報・周知を図った

〇ひとり親家庭等就業・自立支援事
業において、ひとり親家庭の父母等
の自立に向けた相談を行う
〇新潟・長岡・上越地域において来
所相談ができる体制を整備する
〇事業周知のためのリーフレットを
作成し、広報・周知を図る

福祉保健部

37
個別労働関係紛争の
解決促進に向けた取
組

〇県庁内の労働相談所において、労
働者及び事業主からの相談対応や必
要な情報の提供を行った
＊R5年度相談実件数：1,748件

〇県庁内の労働相談所における、労
働者及び事業主からの相談対応や必
要な情報の提供 産業労働部

38
若年者の就労に向け
た支援

〇若年者の就職促進を図るため、若
年者ワンストップサービスセンター
（ジョブカフェ）において、職業に
関する情報提供やキャリアコンサル
ティング、セミナー等による就職活
動支援、併設ハローワークにおける
職業紹介など、総合的な支援を実施
した

〇若年者の就職促進のためのワンス
トップサービスセンターにおいて、
若年求職者のキャリア形成を支援す
る

産業労働部

39
若年者の就労に向け
た情報提供

〇県内企業の情報をウェブサイト
「新潟企業情報ナビ」にて公開した
＊R5年度末公開企業数：約1,600社

〇県内企業の情報をウェブサイト
「新潟企業情報ナビ」にて公開する

産業労働部

40
私立専門学校生への
支援

〇低所得世帯の者であっても高等教
育機関において修学できるよう、法
令に基づき入学金及び授業料を減免
し、経済的負担の軽減を図った

〇低所得世帯の者であっても高等教
育機関において修学できるよう、法
令に基づき入学金及び授業料を減免
し、経済的負担の軽減を図る

総務部

41
消費者被害に関する
相談対応

＊消費生活相談：13,185件
＊あっせん：938件
　　　　　（うち解決:869件）

〇消費生活センターにおいて、契約
トラブルや悪質商法等の消費者被害
に関する相談対応や苦情処理のため
のあっせん等を行う

総務部
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〇犯罪被害者等支援推進に係る市町
村担当者会議を県内３か所で開催
し、｢総合的窓口｣としての研修を実
施

〇市町村担当会議等の開催等に合わ
せ、必要な研修を実施する

総務部

〇関係機関に対し積極的に講師を派
遣するなどし、関係機関職員の被害
者支援の理解の増進に貢献した。
＊主な活動
・市町村担当者会議における講演
（R5.8.23、R5.8.31、R5.9.1）
・第九管区海上保安本部職員に対す
る被害者支援研修（R5.10.25）
・新潟少年学院における在院者及び
職員向けの訪問教養の実施
（R5.1.31）

〇関係機関からの指導教養の要望が
ある都度、その要望に応じた活動を
推進していく
〇指導教養の必要性がある場合は、
積極的に研修会等の開催を働きかけ
る

警察本部

43
(2)

市町村における総合
的対応窓口の周知等
【再掲】

〇民間企業と連携した広報活動等を
通じ、相談窓口等の周知に取り組ん
だ
〇犯罪被害者等支援施策の取組状況
等を市町村と共有するなど、情報共
有を図った

〇市町村総合的対応窓口について、
県HP等での情報発信を行う
〇施策の策定や実施に必要な情報を
随時提供し、市町村における犯罪被
害者等支援の充実に努める

総務部

44
支援従事者向け手引
の作成・配布

〇犯罪被害者等が必要とする情報を
まとめた「犯罪被害者等支援ハンド
ブック」をHPに掲出し、広く関係機
関等に周知を図った

〇「犯罪被害者等支援ハンドブッ
ク」について、市町村担当課長会議
等において活用を推進し、支援の充
実に努める

総務部

〇犯罪被害者等支援ハンドブック等
において、被害者支援における代理
受傷の留意点を周知し、支援者のケ
アに努めた

〇各種研修等において、代理受傷の
主な症状や症状解消のための工夫な
どの留意点を示し、代理受傷の防止
に取り組む

総務部

〇採用後間もない警察官を対象とし
た研修や、昇任時における研修等、
様々な機会を通じ、代理受傷に関す
る教養を行った。また部内向けの代
理受傷防止に関する教養資料を作成
した

〇様々な研修の機会を通じ、代理受
傷防止に関する教養を行う

警察本部

46
(6)

犯罪被害者等早期援
助団体による犯罪被
害者等への支援【再
掲】

＊にいがた被害者支援センター活動
実績
・電話相談：1,366件
・面接相談：75件
・付添い、生活支援などの直接支
援：274件
・自助グループ開催：6回(30名参加)

〇「にいがた被害者支援センター」
に業務を委託し、犯罪被害者等への
相談業務や裁判所・病院・警察等へ
の付添い、代理傍聴、生活支援等を
適切に実施する 警察本部

〇民間支援団体の支援活動員採用時
養成講座への講師派遣なし

〇支援員等の人材育成における支援
を行う 総務部

〇にいがた被害者支援センターに新
規で採用された支援活動員がいな
かったことから、令和５年度中「支
援活動員採用時養成講座」への講師
派遣はなかった

〇令和６年度は民間支援団体にいが
た被害者支援センターからの講師派
遣等の要望があり、講師を派遣を予
定
〇また必要性がある場合は、研修会
の開催などを積極的に働きかける

警察本部

１
　
相
談
支
援
等
の
体
制
整
備

　
２
　
人
材
の
育
成 42

県や市町村、関係機
関・団体等の職員を
対象とした研修等の
実施

45
代理受傷防止のため
の取組

47
民間支援団体の人材
育成に関する支援
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警察職員に対する教
養の実施

〇異動時期や採用時など必要に応じ
て計画的に指導教養を実施した
＊実施した主な指導教養
・被害者支援兼務者会議の開催
（R5.4）
・被害者支援事務担当者研修会の開
催（R5.4）
・指定被害者支援要員研修会の開催
（R5.5）
・被害者支援専科の開催（R5.10）
・初任科生及び各専科生など警察学
校入校生に対する教養の実施（適宜
実施）
・各警察署に対する業務指導の実施
（適宜実施）

〇被害者に直接支援に当たる職員に
対して必要な指導教養を実施する

警察本部

49
(26)

性暴力・性犯罪被害
者への支援【再掲】

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」24時間365日の相談体制に
より対応
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

50
(34)

高次脳機能障害者へ
の支援【再掲】

〇高次脳機能障害相談支援センター
及び保健所にて、高次脳機能障害に
関する相談の対応及び家族教室等の
開催等を行った
〇医療・福祉・保健等の関係職員を
対象に、支援技術の向上や連携を図
るために研修会を開催した
＊R5実績：
・相談支援：実人数75人、延べ件数
276件
・家族の集い：10回、延べ128名参加
・ 家族教室：２回、延べ11名参加
・当事者の集い：４回、延べ33名参
加
・圏域別支援従事者研修会：7圏域、
200名参加
・医療・保健・福祉関係職員研修
会：1回 210名参加

〇高次脳機能障害相談支援センター
の運営
〇高次脳機能障害に関する相談対応
〇家族教室等の開催
〇圏域別支援従事者研修会開催
〇医療・保健・福祉関係職員研修会
開催
〇高次脳機能障害支援拠点運営委員
会実施

福祉保健部
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〇新潟県要保護児童対策地域協議会
（代表者会議、地区別会議、研修）
において情報共有を行い、関係機関
の資質向上を図った
〇「児童虐待に係る情報共有に関す
る取り決め」に基づき、警察と児童
相談所が相互に情報共有を行い、連
絡会議を開催した
〇警察と児童相談所の合同訓練を実
施し、職員の対応能力の向上を図っ
た
〇11月の児童虐待防止推進月間に
ホームページ、Weｂ広告、テレビに
て周知を行った

〇新潟県要保護児童対策地域協議会
の代表者会議、地区別会議、研修等
を実施する
〇「児童虐待に係る情報共有に関す
る取り決め」に基づき、警察との情
報共有及び連絡会議を実施する
〇警察と児童相談所の合同訓練を実
施する
〇11月の児童虐待防止推進月間に啓
発活動を行う

福祉保健部

〇新潟県要保護児童対策地域協議会
へ出席し、関係機関と情報共有
〇児童虐待情報共有取り決めに基づ
く連絡会へ出席し、関係機関と情報
共有
〇児童相談所とともに児童虐待事案
に関する合同訓練を実施
〇「児童虐待防止推進月間」への協
力

〇関係機関との情報共有
〇児童相談所とともに児童虐待事案
に関する合同訓練を実施する
〇「児童虐待防止推進月間」への協
力

警察本部

52
(24)

高齢者虐待防止に向
けた取組【再掲】

〇虐待防止施策推進研修（地域振興
局）：6圏域7回
〇虐待防止ネットワーク運営推進事
業（地域振興局）：１圏域2回
〇養介護施設・事業所管理者等向け
BPSD対応研修（県社会福祉士会に委
託）：３回
〇高齢者権利擁護相談支援窓口の設
置（県社会福祉士会に委託）
＊検討会調整：５件、電話相談調
整：２件、研修企画へのアドバイ
ザー派遣：２回
＊専門職チームの派遣：５回
＊処遇困難事例検討会の開催：「虐
待対応ゼミ」と称した事例検討会を
４回実施

〇虐待防止施策推進研修（地域振興
局）
〇虐待防止ネットワーク運営推進事
業（地域振興局）
〇養介護施設・事業所管理者等向け
BPSD対応研修（県社会福祉士会に委
託）　３回
〇高齢者権利擁護相談支援窓口の設
置（県社会福祉士会に委託）
＊相談・調整窓口の設置
＊専門職の派遣
＊処遇困難事例検討会の開催

福祉保健部

51
児童虐待事案におけ
る関係機関による連
携
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53
(25)

障害者虐待防止に向
けた取組【再掲】

〇障害者権利擁護センターを設置
し、使用者虐待に関する通報又は届
出の受理、障害者虐待に関する相談
に対応、市町村及び関係機関との連
絡調整、情報提供、その他必要な援
助を実施
〇新潟県障害者虐待防止・権利擁護
研修を実施（障害福祉施設従事者
等、市町村担当職員の対象者別に研
修を実施）
〇新潟県自立支援協議会権利擁護部
会の実施（11/1、1/19）
〇障害者虐待防止対策支援専門委員
の派遣
＊R5実績：6件

〇障害者権利擁護センターの運営
〇障害者虐待防止・権利擁護研修の
実施
〇新潟県自立支援協議会権利擁護部
会の実施
〇障害者虐待防止対策支援専門委員
の派遣

福祉保健部

52
(24)

高齢者虐待防止に向
けた取組【再掲】

〇新潟県社会福祉協議会に委託し
て、以下の事業を実施
＊市町村職員等を対象とした研修会
の実施
 ・成年後見制度担当者研修会
（R5.6.22）104名参加
 ・市町村長申立推進研修会
　＜基礎編＞（R5.8.8）58名参加
 ・市町村長申立推進研修会
　＜応用編＞（R5.8.30）22名参加
 ・中核機関ネットワーク会議
（R5.12.18・R5.12.26）計57名参加
 ・法人後見スタートアップ研修会
（R5.9.26）29名参加
 ・社会福祉法人による法人後見団体
ネットワーク会議（R6.2.28）42名参
加
＊市町村への助言・支援
 ・相談対応　62回
　県内自治体職員や社協職員などか
らの、中核機関の整備状況や市町村
長申立ての進め方などに係る随時の
相談に対応
 ・訪問検討会　39回
　対象市町村に対し、中核機関の機
能拡充や権利擁護人材の養成等の支
援を実施
 ・法人後見訪問検討会　12回
　対象市町村に対し、法人後見事業
実施に向けた意見交換や助言等を実
施
＊専門職団体等との意見交換会の実
施
 ・２回実施し、市町村における成年
後見制度利用促進に向けた検討を
行った
　これらの取組を通じて、市町村に
おける成年後見制度の必要性等につ
いて認識が深まり、計画策定や中核
機関の設置が進んだ市町村もでてき
たが、まだ取組が遅れている市町村
もある

〇新潟県社会福祉協議会に委託し
て、以下の事業を実施
＊市町村職員等を対象とした研修会
の実施
 ・成年後見制度担当者研修会
 （６月頃開催予定）
 ・市町村長申立てに関する研修会
  ＜基礎編＞（８月頃開催予定）
 ・市町村長申立てに関する研修会
  ＜応用編＞（８月頃開催予定）
 ・中核機関ネットワーク会議
 （12月頃開催予定）
 ・法人後見スタートアップ研修会
 （10月頃開催予定）
 ・法人後見団体ネットワーク会議
 （２月頃開催予定）
＊専門的支援アドバイザー・体制整
備支援アドバイザーの配置及び相談
窓口の設置
 ・県内４か所程度の市町村に訪問
し、市町村担当者と専門職団体との
意見交換等を実施
 ・第二期成年後見制度利用促進基本
計画のKPIである「担い手の確保・育
成等の推進」を図るための検討会を
実施
＊専門職団体等との意見交換会の実
施
 ・２回程度実施予定

福祉保健部
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54
ＤＶ被害者の支援体
制の強化

〇34機関からなる「配偶者暴力防止
連絡会議」を開催し、情報共有を
図った
〇「配偶者暴力防止連絡会議実務担
当者会議」を開催し、役割分担の確
認や事例検討を行い、ネットワーク
強化を図った
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託を
行った
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助を
行った

〇支援調整会議（代表者、実務担当
者）、研修の開催
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託の実
施
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助金を
交付 福祉保健部

55
(6)
(46)

犯罪被害者等早期援
助団体による犯罪被
害者等への支援【再
掲】

＊にいがた被害者支援センター活動
実績
・電話相談：1,366件
・面接相談：75件
・付添い、生活支援などの直接支
援：274件
・自助グループ開催：6回(30名参加)

〇「にいがた被害者支援センター」
に業務を委託し、犯罪被害者等への
相談業務や裁判所・病院・警察等へ
の付添い、代理傍聴、生活支援等を
適切に実施する 警察本部

56
(26)
(49)

性暴力・性犯罪被害
者への支援【再掲】

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」（受付 24時間365日）に
より、相談体制の充実が図られた
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

〇民間支援団体の支援活動員採用時
養成講座への講師派遣なし

〇支援員等の人材育成における支援
を行う 総務部

〇にいがた被害者支援センターに新
規で採用された支援活動員がいな
かったことから、令和５年度中「支
援活動員採用時養成講座」への講師
派遣はなかった

〇令和６年度は民間支援団体にいが
た被害者支援センターからの講師派
遣等の要望があり、講師を派遣を予
定
〇また必要性がある場合は、研修会
の開催などを積極的に働きかける

警察本部

58
犯罪被害者等早期援
助団体に対する指導

〇「にいがた被害者支援センター」
に対し必要に応じて指導や助言を
行った
〇改善命令を行う事案はなかった

〇必要に応じて、犯罪被害者等早期
援助団体（にいがた被害者支援セン
ター）に対して指導助言を実施する 警察本部

１
　
相
談
支
援
等
の
体
制
整
備

　
　
３
　
民
間
支
援
団
体
に
対
す
る
支
援

57
(47)

民間支援団体の人材
育成に関する支援
【再掲】
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＜ホンデリングの取組＞
〇県庁生協書籍コーナー及び巡回パ
ネル展会場等に「ホンデリング回収
ボックス」を設置、民間支援団体の
自主財源確保の取組に対して支援を
行った
＊R5実績：書籍等 247冊　8,290円
＜被者支援自動販売機の設置の取組
＞
〇被害者支援自動販売機の設置につ
いて、関係機関に協力依頼を行うと
ともに、各種広報において被害者支
援自動販売機を周知し、購入促進を
図った

＜ホンデリングの取組＞
〇県HPや市著村会議等での周知
〇県庁生協書籍コーナーやイベント
における回収ボックスの設置
＜被害者支援自動販売機の設置の取
組＞
〇関係機関への協力依頼、各種広報
における周知、購入の促進を図る

総務部

＜ホンデリングの取組＞
〇本部南口にホンデリング・ポスト
を設置
〇各警察署におけるホンデリング月
間等の取組
＜寄附型自動販売機の取組＞
〇各種会議会合等における設置呼び
かけ
＊R5年度の実績　838万円

＜ホンデリングの取組＞
〇警察本部南口にホンデリング・ポ
ストの設置
〇各警察署におけるホンデリングプ
ロジェクトの取組
＜寄附型自動販売機の取組＞
〇寄附型自動販売機の導入、購入の
促進を図る

警察本部

60
早期援助団体に対す
る被害者等情報の提
供

＊R5年度実績：17件（刑事事件の被
害者や家族、交通事故等の遺族や被
害者家族等）

〇早期援助団体に対し適正な情報提
供を行い、被害者等が必要としてい
る支援の引継ぎを行う 警察本部

〇「新潟県犯罪被害者等支援調整会
議」を定期的に開催し、広報・啓発
等に関する検討や情報共有を図った

〇「新潟県犯罪被害者等支援調整会
議」を定期的に開催し、県、県警
察、(公社)にいがた被害者支援セン
ターにおける連携・協力をより一層
強化するとともに、事例や施策、広
報・啓発等に関する検討や情報共有
を図る

総務部

〇警察、県、にいがた被害者支援セ
ンターの三者間で定期的に会議を設
けて情報の交換と連携強化を図った

〇県及びにいがた被害者支援セン
ターと連携、協力しながら被害者支
援を行う

警察本部

〇巡回パネル展等でのリーフレット
の配付、県HPでの紹介等により、民
間支援団体の活動支援を行った
〇市町村担当課長会議において、民
間者支援団体等の活動を紹介、連携
した支援等について働きかけを実施

〇民間者支援団体との連携した支援
等について、市町村担当課長会議等
において働きかける
〇民間支援団体の活動について、県
HPなどで紹介、周知を図る

総務部

〇県警における各種広報活動の中で
「にいがた被害者支援センター」の
活動を周知するための広報も併せて
実施したほか、県警ホームページ
に、同センターの相談窓口や活動内
容を掲載し同センターの周知に努め
た

〇犯罪被害者支援室及び各警察署の
あらゆる活動を通じて「にいがた被
害者支援センター」を支援するため
の活動を推進する

警察本部

　
　
３
　
民
間
支
援
団
体
に
対
す
る
支
援

59
民間支援団体の安定
した財政基盤確立へ
の支援

61
民間支援団体との連
携・協力の促進

62
民間支援団体の活動
への支援
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〇犯罪被害者等の現状や、被害者支
援の必要性及び民間支援団体の意義
や支援活動についての周知等を図る
ため、民間企業と連携した広報・啓
発、県HP等での情報発信に加え、被
害者支援を考える月間（11月）にお
いて､県民理解の促進に向けた活動に
取り組んだ
＊R5実績
・犯罪被害者支援フォーラムの開催
・新潟県縦断巡回パネル展の開催(７
市町村)
・横断幕・懸垂幕・ポスター掲示
・イオンモール新潟南でのパネル展
・新潟県内のイオン28店舗、清水
フードセンター14店舗における被害
者支援を呼びかける館内放送
・ウェブサイト、SNS等による広報
等

〇被害者支援を考える月間（11月）
において、犯罪被害者支援フォーラ
ム及び新潟県縦断巡回パネル展等を
開催し、集中的な広報啓発活動を実
施するとともに、民間企業と連携し
た取組を推進する

総務部

〇あらゆる警察活動を通じて県民が
被害者支援の理解を深めるための広
報活動に努めたほか、県警における
11月の広報重点を「犯罪被害者等支
援活動の周知と参加の促進及び犯罪
被害給付制度の周知徹底」に定めて
重点的に広報活動を行った
＊主な活動
・犯罪被害者支援フォーラム
（R5.11.25）
・イオンモール新潟南における街頭
広報（R5.7.12～7.18）
・「けいさつ相談の日」の広報
R5.9.11
・県警ホームページ、SNS、ラジオス
ポットを活用した広報

〇あらゆる警察活動を通じて被害者
支援を周知するための活動に努める
ほか、11月を被害者支援広報の強化
月間として重点的に広報活動を推進
する
・イオンモール新潟南における街頭
広報（R6.7.17～7.24)
・犯罪被害者支援フォーラムの開催
（R6.11.30） 警察本部

64
こどもの居場所づく
りに対する支援

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行った

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行う 福祉保健部

65
(7)

指定被害者支援要員
による支援【再掲】

〇各警察署の実情に応じて指定被害
者支援要員を配置し対象事件の被害
者に対して適切な支援を行った
＊指定人員：上半期773名、下半期
775名

〇各警察署の情勢の変化に応じて指
定要員の配置を行う
＊指定人員：797人（R6.4月現在） 警察本部

66
(6)
(46)
(55)

犯罪被害者等早期援
助団体による犯罪被
害者等への支援【再
掲】

＊にいがた被害者支援センター活動
実績
・電話相談：1,366件
・面接相談：75件
・付添い、生活支援などの直接支
援：274件
・自助グループ開催：6回(30名参加)

〇「にいがた被害者支援センター」
に業務を委託し、犯罪被害者等への
相談業務や裁判所・病院・警察等へ
の付添い、代理傍聴、生活支援等を
適切に実施する 警察本部

67
(60)

早期援助団体に対す
る被害者等情報の提
供【再掲】

＊R5年度実績：17件（刑事事件の被
害者や家族、交通事故等の遺族や被
害者家族等）

〇早期援助団体に対し適正な情報提
供を行い、被害者等が必要としてい
る支援への引継ぎを行う

警察本部

68
警察職員によるカウ
ンセリング制度の運
用

〇性犯罪事件、交通死亡事故等にお
いて、被害者等の精神的被害の回復
のため、警察職員の犯罪被害者等カ
ウンセラー（臨床心理士・公認心理
師の有資格者）が、カウンセリング
等を行った
＊実績：26名89回実施

〇被害者等の精神的被害の回復のた
め、カウンセリング等を実施する

警察本部

63
理解促進に向けた広
報啓発の実施
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69
(9)

死傷者多数事案発生
時における支援【再
掲】

〇令和５年度中、死傷者多数事案の
発生はなかった

〇早期に支援体制を確立するために
死傷者多数事案対応マニュアル等の
整備を行う

警察本部

70
(12)

捜査情報の適切な提
供【再掲】

〇Ｒ５年度中は、約490件の被害者連
絡対象事件について、被害者の手引
きを活用し、被害者のニーズに応じ
た情報提供を実施した。また要望に
応じて被害者支援団体等のへの紹
介・引き継ぎも早期に実施した

〇被害者連絡制度対象の全事件につ
いて、被害者のニーズに応じた情報
提供を実施する

警察本部

71
(26)
(49)
(56)

性暴力・性犯罪被害
者への支援【再掲】

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」24時間365日の相談体制に
より対応
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

72
(27)

性犯罪被害者等への
支援【再掲】

〇R5年度は121名の性犯罪指定捜査員
を指定した
〇性犯罪被害者への対応について、
対象の警察官に対して教養を実施し
た
〇R5.10月、性犯罪被害専門部会を開
催することにより、関係機関との連
携を図った

〇適正捜査を推進し、性犯罪被害者
に対する二次被害を防止する
〇性犯罪被害専門部会を開催し、引
き続き関係機関との連携を図る

警察本部

73
(16)

被害少年の保護対策
【再掲】

〇被害少年に配慮した捜査活動や支
援活動
〇職員の支援技術向上のための研修
参加や資格取得
〇各学校やＳＮＳ等での犯罪被害防
止広報活動

〇被害少年への支援及び支援に関す
る広報・啓発活動等を実施する

警察本部

74
(35)

ひとり親家庭等の自
立に向けた支援【再
掲】

〇ひとり親家庭の子どもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行った

〇ひとり親家庭のこどもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行う
〇未実施市町村に対して働きかけを
行う

福祉保健部

75
ひとり親家庭等の自
立支援訓練給付金制
度の運用

〇ひとり親家庭の父母等が資格取得
等に向けた講座を受講した場合等に
給付金を給付した

〇ひとり親家庭の父母等の自立に向
け、資格取得等に向けた講座の受講
費用、養成機関修業中の生活費等を
給付する
〇児童扶養手当現況届を活用した事
業の周知を行う

福祉保健部

76
(64)

こどもの居場所づく
りに対する支援【再
掲】

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行った

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行う

福祉保健部
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77
県営住宅における犯
罪被害者等の優先入
居等

〇R5年度は目的外使用により1名が入
居

〇優先入居や目的外使用の取扱いに
ついて、犯罪被害者等の円滑な入居
促進を図るため、管理市等への周知
を行う

土木部

78

居住支援協議会及び
居住支援法人による
賃貸住宅への入居支
援

【都市政策課】
〇R5年度の犯罪被害者等及びDV被害
者による入居相談件数は、11件（新
潟県居住支援協議会事務局３件、居
住支援法人８件）
【建築住宅課】
〇住宅確保要配慮者の居住支援を行
う法人を指定(現在5法人を指定）

【都市政策課】
〇「新潟県居住支援協議会」による
勉強会の開催等を通じて、市町村や
居住支援法人等と連携を図りながら
支援体制の構築を進める
【建築住宅課】
〇居住支援法人に関する制度の周知
を図り、居住支援法人の数を増やす

土木部

79
ハウスクリーニング
費用公費支出制度の
運用

〇R5は支出対象となる遺族がいな
かったため、支出実績なし

〇事案発生時には、被害者遺族の精
神的・経済的負担軽減のため、迅速
かつ適切に運用する

警察本部

80
未成年後見人に関す
る支援制度の運用

〇経済的理由で後見人への報酬を支
払うことができない児童の後見人へ
の報酬助成を実施した

〇経済的理由で後見人への報酬を支
払うことができない児童の後見人へ
の報酬助成を実施する

福祉保健部

81
一時避難場所公費負
担制度の運用

〇加害者又はその関係者から危害を
加えられるおそれがある犯罪被害者
等に対して支出した
＊１件、３泊　計16,500円

〇事案発生時には、被害者等の精神
的・経済的負担軽減のため、迅速か
つ適切に運用する 警察本部

82
(22)

ストーカー・ＤＶ被
害者等に対する支
援・保護対策【再
掲】

〇加害者に対する精神医学・心理学
的アプローチ（精神科医等からのア
ドバイス及びカウンセリング講座の
受講）の実施
〇被害者に対する携帯用緊急通報装
置（ココセコム）の貸出し
〇被害者等の一時避難場所確保に要
する経費の公費負担

〇精神医療機関等と連携を図り、ス
トーカー加害者に対するアプローチ
を積極的に実施し、再犯の抑止を図
る
〇事案内容に応じて被害者等に携帯
用緊急通報装置を貸出し、早期に被
害者保護を図る
〇行政機関、宿泊事業者と連携し、
被害者等の避難措置を徹底する

警察本部

83
(54)

ＤＶ被害者の支援体
制の強化【再掲】

〇34機関からなる「配偶者暴力防止
連絡会議」を開催し、情報共有を
図った
〇「配偶者暴力防止連絡会議実務担
当者会議」を開催し、役割分担の確
認や事例検討を行い、ネットワーク
強化を図った
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託を
行った
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助を
行った

〇支援調整会議（代表者、実務担当
者）、研修の開催
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託の実
施
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助金を
交付 福祉保健部

84
(15)

児童虐待に関する相
談及び一時保護【再
掲】

〇児童福祉司及び市町村要保護児童
対策調整機関の担当者に対する研修
を実施した
〇国等の研修専門機関の専門的な研
修に児童相談所職員を派遣した
〇中央福祉相談センターに市町村支
援専任児童福祉司やヤングケアラー
コーディネーターを配置し、市町村
等への支援を強化した
〇一時保護所の第三者評価を実施
し、支援の質の向上を図った
〇ＳＮＳを活用した相談体制を構築
し、こどもや家庭からの相談に応じ
た
〇児童相談所で扱う児童情報及び一
連の相談支援業務を一括管理・共有
するためのシステムを構築した

〇市町村及び児童相談所職員への研
修を実施する
〇中央福祉相談センターに市町村支
援専任児童福祉司やヤングケアラー
コーディネーターを配置し、市町村
等への支援を実施する
〇児童相談所及び一時保護施設の第
三者評価の実施により支援の質の向
上を図る
〇ＳＮＳを活用して、こどもや家庭
からの相談に応じる

福祉保健部
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85
(21)

女性福祉相談所にお
ける相談及び一時保
護【再掲】

〇女性福祉相談所において困難を抱
える女性の相談対応を行った
　また要保護女子及び暴力被害者の
一時保護を行った

〇夫等からの暴力や、帰省先がな
い、離婚したいなど、女性の生活上
の諸問題について相談に応じる
〇相談所内に設置される一時保護所
で、困難女性及び暴力被害者を一時
保護する

福祉保健部

86
婦人保護施設「あか
しや寮」における一
時保護

〇保護の対象となる要保護女子はい
なかった

〇困難女性及び暴力被害者を保護
し、その自立を支援する 福祉保健部

87
母子生活支援施設扶
助制度の運用

〇母子が母子生活支援施設に入所
し、母子保護の実施を行った際の必
要経費を負担した
〇市が行う母子生活支援施設での母
子保護を行た際の負担金の交付を
行った

〇母子が母子生活支援施設に入所
し、母子保護の実施を行った際の必
要経費を負担する
〇市が行う母子生活支援施設での母
子保護を行た際の負担金の交付を行
う

福祉保健部

88
(37)

個別労働関係紛争の
解決促進に向けた取
組【再掲】

〇県庁内の労働相談所において、労
働者及び事業主からの相談対応や必
要な情報の提供を行った
＊R5年度相談実件数：1,748件

〇県庁内の労働相談所における、労
働者及び事業主からの相談対応や必
要な情報の提供 産業労働部

89
離職者の就労に向け
た職業訓練

〇求職者の訓練ニーズや特性に応じ
て職業訓練実施計画を策定し、受講
者1,144人、就職者469人（R6.3末時
点）となっている
なお、R6.3末時点で訓練中のコース
や、就職支援中のコースがあるため
就職者は今後増える見込み

〇離職者に様々な職業訓練を提供し
て円滑な再就職を支援する
＊R6定員：2,445人

産業労働部

90
(38)

若年者の就労に向け
た支援【再掲】

〇若年者の就職促進を図るため、若
年者ワンストップサービスセンター
（ジョブカフェ）において、職業に
関する情報提供やキャリアコンサル
ティング、セミナー等による就職活
動支援、併設ハローワークにおける
職業紹介など、総合的な支援を実施
した

〇若年者の就職促進のためのワンス
トップサービスセンターにおいて、
若年求職者のキャリア形成を支援す
る

産業労働部

91
(39)

若年者の就労に向け
た情報提供【再掲】

〇県内企業の情報をウェブサイト
「新潟企業情報ナビ」にて公開した
＊R5年度末公開企業数：約1,600社

〇県内企業の情報をウェブサイト
「新潟企業情報ナビ」にて公開

産業労働部

92
若年者の就労に向け
た職業訓練

〇様々な職種の職業体験を行う
「ワークトライアル」には657人が参
加した
また、企業実習を組み合わせた職業
訓練を実施し、55人（R6.3末現在）
が就職した

〇不安定就労を繰り返す若年求職者
等の雇用の安定化を支援するため、
特性に応じた職業訓練を実施する

産業労働部

93
(35)
(74)

ひとり親家庭等の自
立に向けた支援【再
掲】

〇ひとり親家庭の子どもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行った

〇ひとり親家庭のこどもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行う
〇未実施市町村に対して働きかけを
行う

福祉保健部

94
(75)

ひとり親家庭等の自
立支援訓練給付金制
度の運用【再掲】

〇ひとり親家庭の父母等が資格取得
等に向けた講座を受講した場合等に
給付金を給付した

〇ひとり親家庭の父母等の自立に向
け、資格取得等に向けた講座の受講
費用、養成機関修業中の生活費等を
給付する
〇児童扶養手当現況届を活用した事
業の周知を行う

福祉保健部

95
(36)

ひとり親家庭等の就
業等に向けた支援
【再掲】

〇ひとり親家庭等就業・自立支援事
業において、ひとり親家庭の父母等
の自立に向けた相談を行った
〇事業周知のためのリーフレットを
作成し、広報・周知を図った

〇ひとり親家庭等就業・自立支援事
業において、ひとり親家庭の父母等
の自立に向けた相談を行う
〇新潟・長岡・上越地域において来
所相談ができる体制を整備する
〇事業周知のためのリーフレットを
作成し、広報・周知を図る

福祉保健部
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96
犯罪被害給付制度の
運用

〇適切な裁定及び申請業務の推進に
努めた
＊裁定件数　２件
＊申請件数　３件

〇裁定可能な案件から迅速的確に裁
定業務を進める
＊未裁定案件２件（R6.3現在）

警察本部

97
生活福祉資金の貸付
け支援

〇生活福祉支援制度により、貸付を
必要とする人に貸付を行えるよう、
実施主体の貸付実施に要する費用を
支援し、低所得者世帯等の経済的自
立の推進に努めた

〇生活福祉支援制度により、貸付を
必要とする人に貸付を行えるよう、
実施主体の貸付実施に要する費用を
支援し、低所得者世帯等の経済的自
立の推進に努める

福祉保健部

98
医療費等支出制度の
運用

〇身体犯罪事件、性犯罪事件被害者
の精神的・経済的負担軽減のため、
医療機関を受診した際の診察料等を
公費支出した
＊身体犯罪：14名　計118,482円
＊性犯罪：21名　計388,355円

〇被害者等の精神的・経済的負担の
軽減を図るため、迅速かつ適切に運
用する

警察本部

99
カウンセリング費用
等公費支出制度の運
用

〇性犯罪事件等の被害者が精神科等
へ受診した際の費用を公費負担した
＊実績：8名計117,540円公費負担

〇希望する犯罪被害者等への公費負
担を迅速かつ適切に運用する

警察本部

100
自立支援医療（精神
通院医療）制度の運
用

＊支給決定人数：25,776人
＊公費負担額：1,703,313千円

〇障害者総合支援法第58条に規定す
る自立支援医療費（精神通院医療）
を支払う

福祉保健部

〇犯罪被害者支援ノート「ひまわ
り」、支援従事者向け「犯罪被害者
等支援ハンドブック」等による情報
提供

〇被害者等が必要な支援が受けられ
るよう、制度の周知を図る

総務部

〇情報提供に至る事案はなく、令和
５年度に制度の利用実績はなかった

〇支援対象となる被害者等を把握し
た都度、漏れなく情報を提供する 警察本部

102
(81)

一時避難場所公費負
担制度の運用【再
掲】

〇加害者又はその関係者から危害を
加えられるおそれがある犯罪被害者
等に対して支出した
＊１件、３泊　計16,500円

〇事案発生時には、被害者等の精神
的・経済的負担軽減のため、迅速か
つ適切に運用する 警察本部

103
(22)
(82)

ストーカー・ＤＶ被
害者等に対する支
援・保護対策【再
掲】

〇加害者に対する精神医学・心理学
的アプローチ（精神科医等からのア
ドバイス及びカウンセリング講座の
受講）の実施
〇被害者に対する携帯用緊急通報装
置（ココセコム）の貸出し
〇被害者等の一時避難場所確保に要
する経費の公費負担

〇精神医療機関等と連携を図り、ス
トーカー加害者に対するアプローチ
を積極的に実施し、再犯の抑止を図
る
〇事案内容に応じて被害者等に携帯
用緊急通報装置を貸出し、早期に被
害者保護を図る
〇行政機関、宿泊事業者と連携し、
被害者等の避難措置を徹底する

警察本部

104
(79)

ハウスクリーニング
費用公費支出制度の
運用【再掲】

〇R5は支出対象となる遺族がいな
かったため、支出実績なし

〇事案発生時には、被害者遺族の精
神的・経済的負担軽減のため、迅速
かつ適切に運用する

警察本部

105
私立高校生等に対す
る就学支援

〇私立高校生等に対して授業料に係
る支援金を支給した

〇私立高校生等に対して授業料に係
る支援金を支給する 総務部

106
私立高等学校等奨学
のための支援

〇奨学給付金を支給し、低所得世帯
の授業料以外の教育費負担を軽減し
た

〇私立高等学校に通う生徒がいる低
所得世帯の授業料以外の教育費負担
を軽減するため、奨学給付金を支給
する

総務部

107
私立高等学校等学費
軽減に向けた支援

〇入学金・授業料・施設整備費等の
補助を行い、低所得世帯の学費を軽
減した

〇私立高等学校等が行う入学金・授
業料・施設整備費等の学費軽減に対
して補助を行う

総務部

108
(40)

私立専門学校生への
支援【再掲】

〇低所得世帯の者であっても高等教
育機関において修学できるよう、法
令に基づき入学金及び授業料を減免
し、経済的負担の軽減を図った

〇低所得世帯の者であっても高等教
育機関において修学できるよう、法
令に基づき入学金及び授業料を減免
し、経済的負担の軽減を図る

総務部

109
新潟県立大学生に対
する修学支援

新潟県立大学が行う授業料・入学金
の減免費用の補助を行った

新潟県立大学が行う授業料・入学金
の減免費用の補助を行う 総務部

110
新潟県立看護大学生
に対する修学支援

新潟県立看護大学が行う授業料・入
学金の減免費用の補助を行った

新潟県立看護大学が行う授業料・入
学金の減免費用の補助を行う 総務部
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被害回復等のための
援助に関する情報の
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111
県立高校生等に対す
る就学支援

〇R5年度は32,316人(4月分)に就学支
援金を支給し、授業料と相殺した

〇制度不知や理解不足により受給機
会を失うことがないよう、制度周知
等を行う

教育庁

112
県立学校授業料等減
免制度の運用

〇学校において制度周知、減免申請
にかかる審査等を行った

〇制度周知を図るとともに、減免申
請があった場合、適切に審査等を行
う

教育庁

113
県立高校生等に対す
る奨学のための支援

〇R5年度は3,133人に対して支給した 〇制度不知や理解不足により受給機
会を失うことがないよう、制度周知
等を行う

教育庁

114
修学困難者への奨学
金貸与制度の運用

〇経済的理由により修学が困難な高
校生等へ奨学金を貸与した

〇経済的理由により修学が困難な高
校生等へ奨学金を貸与する。 教育庁

115
司法解剖に伴う公費
負担制度の運用

〇司法解剖に伴う死体検案書作成費
用、遺体搬送費用を支出した
＊支出対象件数　１件　計22,900

〇被害者遺族の精神的・経済的負担
の軽減を図るため、迅速かつ適切に
運用する

警察本部

116
制服購入費用等公費
負担制度の運用

〇R5は支出対象となる被害者等がい
なかったため、支出実績なし

〇事案発生時には、被害者等の精神
的・経済的負担軽減のため、迅速か
つ適切に運用する

警察本部

117
市町村が支給する犯
罪被害者等見舞金へ
の補助

〇市町村が支給した見舞金に対して
一部を補助する「犯罪被害者等見舞
金支給事業補助金」制度について、
市町村における事業開始を働きかけ
るとともに、申請のあった市町村に
対して補助を行った
＊R5実績
・事業開始市町村：5(累計23)
・申請件数：13

〇犯罪被害者等見舞金支給事業補助
金により、市町村が支給した見舞金
に対して一部を補助する

総務部

118
国外犯罪被害弔慰金
等支給制度の運用

〇これまで当該弔慰金の支給裁定に
関する申請はない

〇対象事案が発生した都度、適切に
対応する 警察本部

119
交通遺児等に対する
支援

〇交通遺児に対する激励事業等の実
施
＊主な事業
・見舞一時金の給付
・入学・卒業祝金の給付
・旅行事業の実施　等

〇交通遺児に対する激励事業等の実
施
＊主な事業
・見舞一時金の給付
・入学・卒業祝金の給付
・旅行事業の実施　等

総務部

120
(26)
(49)
(56)
(71)

性暴力・性犯罪被害
者への支援【再掲】

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」24時間365日の相談体制に
より対応
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

２
　
損
害
回
復
・
経
済
的
支
援
等
へ
の
取
組

　
７
　
経
済
的
負
担
の
軽
減

- 28 ー



 

令和５年度 実施状況 令和６年度 実施計画

施
策
の
柱

基
本
的
施
策

具
体
的
施
策

施策名

実施状況等

所管

121
(28)

性犯罪被害に関する
相談対応【再掲】

〇相談を受けたものについては適切
に対応したうえ記録化し、引き続き
の対応や事件化が必要なものについ
ては関係所属に対して確実に引き継
ぎを行った
＊相談件数：462件

〇全国共通電話番号（＃8103／ハー
トさん）により、性犯罪被害に関す
る電話相談を受け付ける

警察本部

122
(30)

暴力団犯罪被害者へ
の支援【再掲】

〇暴力団員等に関する相談対応を実
施（100件）
〇弁護士相談費用助成についてはR5
年中実績なし

〇「暴力団犯罪被害者等支援窓口」
として、相談対応や情報提供及び助
言、指導を行う他、弁護士相談費用
助成等を行い、適切な支援に繋げる

警察本部

123
(64)
(76)

こどもの居場所づく
りに対する支援【再
掲】

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行った

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行う 福祉保健部

124
児童扶養手当扶助費
支給制度の運用

〇父又は母と生計を同じくしていな
い児童を監護または養育している者
へ児童扶養手当を支給した

〇父又は母と生計を同じくしていな
い児童を監護または養育している者
へ児童扶養手当を支給する 福祉保健部

125
母子父子寡婦福祉資
金貸付制度の運用

〇修学資金等について、233件、
152,645千円の貸付を行った

〇配偶者のない女子又は配偶者のな
い男子で児童を扶養しているもの及
び寡婦等に対して、必要な資金を貸
し付ける

福祉保健部

126
(87)

母子生活支援施設扶
助制度の運用【再
掲】

〇母子が母子生活支援施設に入所
し、母子保護の実施を行った際の必
要経費を負担した
〇市が行う母子生活支援施設での母
子保護を行た際の負担金の交付を
行った

〇母子が母子生活支援施設に入所
し、母子保護の実施を行った際の必
要経費を負担する
〇市が行う母子生活支援施設での母
子保護を行た際の負担金の交付を行
う

福祉保健部

127
(80)

未成年後見人に関す
る支援制度の運用
【再掲】

〇経済的理由で後見人への報酬を支
払うことができない児童の後見人へ
の報酬助成を実施した

〇経済的理由で後見人への報酬を支
払うことができない児童の後見人へ
の報酬助成を実施する

福祉保健部

128
(35)
(74)
(93)

ひとり親家庭等の自
立に向けた支援【再
掲】

〇ひとり親家庭の子どもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行った

〇ひとり親家庭のこどもへの学習等
支援事業を実施する市町村に対して
補助を行う
〇未実施市町村に対して働きかけを
行う

福祉保健部

129
(75)
(94)

ひとり親家庭等の自
立支援訓練給付金制
度の運用【再掲】

〇ひとり親家庭の父母等が資格取得
等に向けた講座を受講した場合等に
給付金を給付した

〇ひとり親家庭の父母等の自立に向
け、資格取得等に向けた講座の受講
費用、養成機関修業中の生活費等を
給付する
〇児童扶養手当現況届を活用した事
業の周知を行う

福祉保健部

130
(36)
(95)

ひとり親家庭等の就
業等に向けた支援
【再掲】

〇ひとり親家庭等就業・自立支援事
業において、ひとり親家庭の父母等
の自立に向けた相談を行った
〇事業周知のためのリーフレットを
作成し、広報・周知を図った

〇ひとり親家庭等就業・自立支援事
業において、ひとり親家庭の父母等
の自立に向けた相談を行う
〇新潟・長岡・上越地域において来
所相談ができる体制を整備する
〇事業周知のためのリーフレットを
作成し、広報・周知を図る

福祉保健部

131
ひとり親家庭等の医
療費助成制度の運用

〇市町村が実施する「ひとり親家庭
等の医療費助成制度」に対して補助
を行った

〇市町村が実施するひとり親家庭等
の医療費助成制度に対して補助を行
う

福祉保健部
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132
(26)
(49)
(56)
(71)
(120)

性暴力・性犯罪被害
者への支援【再掲】

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」24時間365日の相談体制に
より対応
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

133
(27)
(72)

性犯罪被害者等への
支援【再掲】

〇R5年度は121名の性犯罪指定捜査員
を指定した
〇性犯罪被害者への対応について、
対象の警察官に対して教養を実施し
た
〇R5.10月、性犯罪被害専門部会を開
催することにより、関係機関との連
携を図った

〇適正捜査を推進し、性犯罪被害者
に対する二次被害を防止する
〇性犯罪被害専門部会を開催し、引
き続き関係機関との連携を図る

警察本部

134
(117)

市町村が支給する犯
罪被害者等見舞金へ
の補助【再掲】

〇市町村が支給した見舞金に対して
一部を補助する「犯罪被害者等見舞
金支給事業補助金」制度について、
市町村における事業開始を働きかけ
るとともに、申請のあった市町村に
対して補助を行った
＊R5実績
・事業開始市町村：5(累計23)
・申請件数：13

〇犯罪被害者等見舞金支給事業補助
金により、市町村が支給した見舞金
に対して一部を補助する

総務部

135
(131)

ひとり親家庭等の医
療費助成制度の運用
【再掲】

〇市町村が実施する「ひとり親家庭
等の医療費助成制度」に対して補助
を行った

〇市町村が実施するひとり親家庭等
の医療費助成制度に対して補助を行
う

福祉保健部

136 里親制度の運用

〇県内全ての児童相談所に里親等支
援専任児童福祉司を配置し、里親の
リクルートや児童の委託中の支援等
を行った
〇里親制度を周知するためのチラシ
を作成、配布した
〇10月の里親月間にホームページ、
Web広告、テレビにて里親制度に関す
る広報を行った
〇里親に関する相談支援、普及啓
発、研修等の一連の業務を民間機関
に委託し、児童相談所と連携した支
援を行った

〇里親に関する相談支援、普及啓
発、研修等の一連の業務を民間機関
に委託し、児童相談所と連携した支
援を行う
〇10月の里親月間に啓発活動を行う

福祉保健部

137
地域格差のない迅速
適切な救急医療の提
供

〇全県及び各圏域においてメディカ
ルコントロール協議会を開催
〇県央地域においてメディカルコン
トロール協議会を立ち上げ

〇全県及び各圏域においてメディカ
ルコントロール協議会を開催

福祉保健部
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138
救急医療に連動した
精神的ケアのための
体制の確保

〇精神科医も参画し救急搬送等につ
いて協議する「搬送受入協議会」を
R5.7月に開催

〇精神科医も参画する「搬送受入協
議会」を開催

福祉保健部

139
(29)

妊娠電話相談窓口
【再掲】

〇夜間の相談窓口として「にいがた
助産師そうだん～赤ちゃん、子育
て、妊娠、思春期、からだのこと
～」を新潟県助産師会へ委託実施
＊R5年度相談実績：延べ242件

〇新潟県助産師会へ委託し、相談窓
口開設を継続する
〇相談窓口について、周知・啓発を
図る 福祉保健部

140
(34)
(50)

高次脳機能障害者へ
の支援【再掲】

〇高次脳機能障害相談支援センター
及び保健所にて、高次脳機能障害に
関する相談の対応及び家族教室等の
開催等を行った
〇医療・福祉・保健等の関係職員を
対象に、支援技術の向上や連携を図
るために研修会を開催した
＊R5実績：
・相談支援：実人数75人、延べ件数
276件
・家族の集い：10回、延べ128名参加
・ 家族教室：２回、延べ11名参加
・当事者の集い：４回、延べ33名参
加
・圏域別支援従事者研修会：7圏域、
200名参加
・医療・保健・福祉関係職員研修
会：1回 210名参加

〇高次脳機能障害相談支援センター
の運営
〇高次脳機能障害に関する相談対応
〇家族教室等の開催
〇圏域別支援従事者研修会開催
〇医療・保健・福祉関係職員研修会
開催
〇高次脳機能障害支援拠点運営委員
会実施

福祉保健部

141
(98)

医療費等支出制度の
運用【再掲】

〇身体犯罪事件、性犯罪事件被害者
の精神的・経済的負担軽減のため、
医療機関を受診した際の診察料等を
公費支出した
＊身体犯罪：14名　計118,482円
＊性犯罪：21名　計388,355円

〇被害者等の精神的・経済的負担の
軽減を図るため、迅速かつ適切に運
用する

警察本部

142
(68)

警察職員によるカウ
ンセリング制度の運
用【再掲】

〇性犯罪事件、交通死亡事故等にお
いて、被害者等の精神的被害の回復
のため、警察職員の犯罪被害者等カ
ウンセラー（臨床心理士・公認心理
師の有資格者）が、カウンセリング
等を行った
＊実績：26名89回実施

〇被害者等の精神的被害の回復のた
め、カウンセリング等を実施する

警察本部

143
(99)

カウンセリング費用
等公費支出制度の運
用【再掲】

〇性犯罪事件等の被害者が精神科等
へ受診した際の費用を公費負担した
＊実績：8名計117,540円公費負担

〇希望する犯罪被害者等への公費負
担を迅速かつ適切に運用する

警察本部

144
(16)
(73)

被害少年の保護対策
【再掲】

〇被害少年に配慮した捜査活動や支
援活動
〇職員の支援技術向上のための研修
参加や資格取得
〇各学校やＳＮＳ等での犯罪被害防
止広報活動

〇被害少年への支援及び支援に関す
る広報・啓発活動等を実施する

警察本部

145
(100)

自立支援医療（精神
通院医療）制度の運
用【再掲】

＊支給決定人数：25,776人
＊公費負担額：1,703,313千円

〇障害者総合支援法第58条に規定す
る自立支援医療費（精神通院医療）
を支払う

福祉保健部
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146
(17)

スクールカウンセ
ラー制度の運用【再
掲】

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪被害に遭っ
た児童生徒等の相談対応を行える体
制を整備した

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪被害に遭っ
た児童生徒等の相談対応を行える体
制を整備する

教育庁

147
(18)

スクールソーシャル
ワーカー制度の運用
【再掲】

〇スクールソーシャルワーカーを教
育事務所に7名、生徒指導課に５名配
置し、要請に応じて派遣した

〇スクールソーシャルワーカーを教
育事務所に７名、生徒指導課に５名
配置し、要請に応じて派遣する 教育庁

148
(20)

不登校児童生徒に対
する支援【再掲】

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪等の被害に
遭った不登校児童等に対し相談支援
を行える体制を整備した
〇不登校対策スクールカウンセラー
を27校に配置し、不登校児童生徒に
対して家庭訪問を行える体制を整備
した

〇スクールカウンセラーを県内すべ
ての学校に配置し、犯罪等の被害に
遭った不登校児童等に対し相談支援
を行える体制を整備する
〇不登校対策スクールカウンセラー
を35校に拡充配置し、不登校児童生
徒に対して家庭訪問や校内教育支援
センター訪問を行える体制を整備す
る

教育庁

149
(64)
(76)
(123)

こどもの居場所づく
りに対する支援【再
掲】

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行った

〇こどもの居場所づくりに取り組む
団体に対して補助を行う

福祉保健部

150
(14)

再被害防止に向けた
保護対策【再掲】

〇Ｒ５年度中は、再被害防止要綱に
基づき指定された対象者について適
正な保護措置、更新等の手続きを実
施した。また新たに認知した再被害
の恐れのある者の要望に応じて、早
期に組織的保護体制を確立し、保護
措置を実施した

〇再被害防止対象者の適切かつ組織
的な保護対策を実施する

警察本部

151
(81)
(102)

一時避難場所公費負
担制度の運用【再
掲】

〇加害者又はその関係者から危害を
加えられるおそれがある犯罪被害者
等に対して支出した
＊１件、３泊　計16,500円

〇事案発生時には、被害者等の精神
的・経済的負担軽減のため、迅速か
つ適切に運用する 警察本部

152
110番緊急通報システ
ム登録の運用

〇R5年度中、110番緊急通報システム
に登録した件数は新規229件、更新等
75件の合計304件であった

〇事案発生時には、迅速かつ適切に
対応する

警察本部

153
(13)

犯罪被害者等への訪
問・連絡活動【再
掲】

〇令和5年度「身体犯被害に係る被害
者連絡対象者への地域警察官による
訪問・連絡活動実施要領について
（通知）」を発出
〇地域警察官による訪問・連絡活動
を希望した被害者又はその保護者に
対し活動を実施

〇担当課と情報共有し、緊密な連携
を図る
〇事件の発生・被害状況を踏まえ、
被害者から訪問・連絡の要望があっ
た場合は、要望・相談・苦情等を聴
取し、適切な対応に努める

警察本部

154
(12)
(70)

捜査情報の適切な提
供【再掲】

〇Ｒ５年度中は、約490件の被害者連
絡対象事件について、被害者の手引
きを活用し、被害者のニーズに応じ
た情報提供を実施した。また要望に
応じて被害者支援団体等のへの紹
介・引き継ぎも早期に実施した

〇被害者連絡制度対象の全事件につ
いて、被害者のニーズに応じた情報
提供を実施する

警察本部

155 適切な報道発表

〇報道発表については、関係者の名
誉や権利、プライバシーの保護、捜
査に及ぼす影響、公表することに
よって得られる公益性の度合いなど
について、個別の案件ごとに総合的
に検討し、組織として判断した

〇犯罪被害者等の個人情報に関する
報道については、個別具体的な案件
ごとに、被害者等の人権や安全に配
慮した適切な報道発表に努める 警察本部

　
３
　
精
神
的
・
身
体
的
被
害
の
回
復
・
防
止
へ
の
取
組

　
８
　
心
身
に
受
け
た
影
響
か
ら
の
回
復

９
　
安
全
の
確
保

- 32 ー



 

令和５年度 実施状況 令和６年度 実施計画

施
策
の
柱

基
本
的
施
策

具
体
的
施
策

施策名

実施状況等

所管

156
行方不明者の早期発
見に向けた取組

【人身安全対策課】
〇Fネット使用によるはいかいシル
バーＳＯＳネットワーク事業の運用
＊配信先：県・自治体・地域包括セ
ンター、交通機関、警備業者、新聞
販売業者等
＊R5年の手配件数：232件
＊Fネット利用による発見件数：１件
【捜査第一課】
〇身元不明死体の取扱時、迅速かつ
広範囲な情報収集を徹底し、新潟大
学死因究明教育センター及び歯科医
師会等関係機関と連携して身元特定
の上、早期の遺族引渡しに繋げる活
動を実施

【人身安全対策課】
〇Ｆネットによるはいかいシルバー
ＳＯＳネットワーク事業の運用を４
月１日から警察情報メール配信シス
テム（通称『ひかるくん・ひかり
ちゃん安心メール』）による「行方
不明者情報」の配信に移行し、登録
者へメールにより行方不明者情報を
配信する。 警察本部

157
(31)

暴力団等からの保護
対策【再掲】

〇暴力団員等を被疑者とする事件の
被害者及び被害関係者に対して、被
害を未然に防止する為、関係機関と
の連携を図り、携帯型緊急通報装置
の貸出し等を行った
＊R5年実績
・保護対策実績：30件（前年から継
続20件、新規10件）

〇暴力団等からの危害の未然防止を
図り、保護対象者の安全を確保する
ため、携帯型緊急通報装置の貸出し
を行うほか、必要に応じて身辺警戒
員による保護対策やパトロールを実
施する

警察本部

158
(21)
(85)

女性福祉相談所にお
ける相談及び一時保
護【再掲】

〇女性福祉相談所において困難を抱
える女性の相談対応を行った
　また要保護女子及び暴力被害者の
一時保護を行った

〇夫等からの暴力や、帰省先がな
い、離婚したいなど、女性の生活上
の諸問題について相談に応じる
〇相談所内に設置される一時保護所
で、困難女性及び暴力被害者を一時
保護する

福祉保健部

159
(86)

婦人保護施設「あか
しや寮」における一
時保護【再掲】

〇保護の対象となる要保護女子はい
なかった

〇困難女性及び暴力被害者を保護
し、その自立を支援する

福祉保健部

160
(54)
(83)

ＤＶ被害者の支援体
制の強化【再掲】

〇34機関からなる「配偶者暴力防止
連絡会議」を開催し、情報共有を
図った
〇「配偶者暴力防止連絡会議実務担
当者会議」を開催し、役割分担の確
認や事例検討を行い、ネットワーク
強化を図った
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託を
行った
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助を
行った

〇支援調整会議（代表者、実務担当
者）、研修の開催
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託の実
施
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助金を
交付 福祉保健部

161
(22)
(82)
(103)

ストーカー・ＤＶ被
害者等に対する支
援・保護対策【再
掲】

〇加害者に対する精神医学・心理学
的アプローチ（精神科医等からのア
ドバイス及びカウンセリング講座の
受講）の実施
〇被害者に対する携帯用緊急通報装
置（ココセコム）の貸出し
〇被害者等の一時避難場所確保に要
する経費の公費負担

〇精神医療機関等と連携を図り、ス
トーカー加害者に対するアプローチ
を積極的に実施し、再犯の抑止を図
る
〇事案内容に応じて被害者等に携帯
用緊急通報装置を貸出し、早期に被
害者保護を図る
〇行政機関、宿泊事業者と連携し、
被害者等の避難措置を徹底する

警察本部
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162
(15)
(84)

児童虐待に関する相
談及び一時保護【再
掲】

〇児童福祉司及び市町村要保護児童
対策調整機関の担当者に対する研修
を実施した
〇国等の研修専門機関の専門的な研
修に児童相談所職員を派遣した
〇中央福祉相談センターに市町村支
援専任児童福祉司やヤングケアラー
コーディネーターを配置し、市町村
等への支援を強化した
〇一時保護所の第三者評価を実施
し、支援の質の向上を図った
〇ＳＮＳを活用した相談体制を構築
し、こどもや家庭からの相談に応じ
た
〇児童相談所で扱う児童情報及び一
連の相談支援業務を一括管理・共有
するためのシステムを構築した

〇市町村及び児童相談所職員への研
修を実施する
〇中央福祉相談センターに市町村支
援専任児童福祉司やヤングケアラー
コーディネーターを配置し、市町村
等への支援を実施する
〇児童相談所及び一時保護施設の第
三者評価の実施により支援の質の向
上を図る
〇ＳＮＳを活用して、こどもや家庭
からの相談に応じる

福祉保健部

〇新潟県要保護児童対策地域協議会
（代表者会議、地区別会議、研修）
において情報共有を行い、関係機関
の資質向上を図った
〇「児童虐待に係る情報共有に関す
る取り決め」に基づき、警察と児童
相談所が相互に情報共有を行い、連
絡会議を開催した
〇警察と児童相談所の合同訓練を実
施し、職員の対応能力の向上を図っ
た
〇11月の児童虐待防止推進月間に
ホームページ、Weｂ広告、テレビに
て周知を行った

〇新潟県要保護児童対策地域協議会
の代表者会議、地区別会議、研修等
を実施する
〇「児童虐待に係る情報共有に関す
る取り決め」に基づき、警察との情
報共有及び連絡会議を実施する
〇警察と児童相談所の合同訓練を実
施する
〇11月の児童虐待防止推進月間に啓
発活動を行う

福祉保健部

〇新潟県要保護児童対策地域協議会
へ出席し、関係機関と情報共有
〇児童虐待情報共有取り決めに基づ
く連絡会へ出席し、関係機関と情報
共有
〇児童相談所とともに児童虐待事案
に関する合同訓練を実施
〇「児童虐待防止推進月間」への協
力

〇関係機関との情報共有
〇児童相談所とともに児童虐待事案
に関する合同訓練を実施する
〇「児童虐待防止推進月間」への協
力

警察本部

164
(16)
(73)
(144)

被害少年の保護対策
【再掲】

〇被害少年に配慮した捜査活動や支
援活動
〇職員の支援技術向上のための研修
参加や資格取得
〇各学校やＳＮＳ等での犯罪被害防
止広報活動

〇被害少年への支援及び支援に関す
る広報・啓発活動等を実施する

警察本部

165
(80)
(127)

未成年後見人に関す
る支援制度の運用
【再掲】

〇経済的理由で後見人への報酬を支
払うことができない児童の後見人へ
の報酬助成を実施した

〇経済的理由で後見人への報酬を支
払うことができない児童の後見人へ
の報酬助成を実施する

福祉保健部

166
子どもへの暴力的性
犯罪の再犯防止に向
けた取組

〇出所後の対象者が、再び子供対
象・暴力的性犯罪を犯すことを防止
するため、定期的な所在確認及び面
談を実施
〇面談の実施の際には、再犯防止に
向けた助言・指導を行うとともに、
信頼関係を醸成するよう努め、要望
があれば、社会復帰に資する各種支
援事業を行う機関・団体を紹介する
など必要な支援を実施

〇出所後の対象者との定期的な所在
確認及び面談を実施する
〇面談時の再犯防止に向けた助言・
指導のほか、社会復帰に向けた関係
機関・団体の紹介など必要な支援を
実施する
〇転居時における該当都道府県警察
及び管轄警察署への情報提供を実施
し連携を図る

警察本部

３
　
精
神
的
・
身
体
的
被
害
の
回
復
・
防
止
へ
の
取
組

９
　
安
全
の
確
保

163
(51)

児童虐待事案におけ
る関係機関による連
携【再掲】
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所管

９
　
安
全
の
確
保

〇虐待防止施策推進研修（地域振興
局）：6圏域7回
〇虐待防止ネットワーク運営推進事
業（地域振興局）：１圏域2回
〇養介護施設・事業所管理者等向け
BPSD対応研修（県社会福祉士会に委
託）：３回
〇高齢者権利擁護相談支援窓口の設
置（県社会福祉士会に委託）
＊検討会調整：５件、電話相談調
整：２件、研修企画へのアドバイ
ザー派遣：２回
＊専門職チームの派遣：５回
＊処遇困難事例検討会の開催：「虐
待対応ゼミ」と称した事例検討会を
４回実施

〇虐待防止施策推進研修（地域振興
局）
〇虐待防止ネットワーク運営推進事
業（地域振興局）
〇養介護施設・事業所管理者等向け
BPSD対応研修（県社会福祉士会に委
託）　３回
〇高齢者権利擁護相談支援窓口の設
置（県社会福祉士会に委託）
＊相談・調整窓口の設置
＊専門職の派遣
＊処遇困難事例検討会の開催

168
(25)
(53)

障害者虐待防止に向
けた取組【再掲】

〇障害者権利擁護センターを設置
し、使用者虐待に関する通報又は届
出の受理、障害者虐待に関する相談
に対応、市町村及び関係機関との連
絡調整、情報提供、その他必要な援
助を実施
〇新潟県障害者虐待防止・権利擁護
研修を実施（障害福祉施設従事者
等、市町村担当職員の対象者別に研
修を実施）
〇新潟県自立支援協議会権利擁護部
会の実施（11/1、1/19）
〇障害者虐待防止対策支援専門委員
の派遣
＊R5実績：6件

〇障害者権利擁護センターの運営
〇障害者虐待防止・権利擁護研修の
実施
〇新潟県自立支援協議会権利擁護部
会の実施
〇障害者虐待防止対策支援専門委員
の派遣

福祉保健部

〇新潟県社会福祉協議会に委託し
て、以下の事業を実施
＊市町村職員等を対象とした研修会の
実施
 ・成年後見制度担当者研修会（R5.6.22）
104名参加
 ・市町村長申立推進研修会＜基礎編＞
（R5.8.8）58名参加
 ・市町村長申立推進研修会＜応用編＞
（R5.8.30）22名参加
 ・中核機関ネットワーク会議
（R5.12.18・R5.12.26）計57名参加
 ・法人後見スタートアップ研修会
（R5.9.26）29名参加
 ・社会福祉法人による法人後見団体ネッ
トワーク会議（R6.2.28）42名参加
＊市町村への助言・支援
 ・相談対応　62回
　県内自治体職員や社協職員などからの、
中核機関の整備状況や市町村長申立ての進
め方などに係る随時の相談に対応
 ・訪問検討会　39回
　対象市町村に対し、中核機関の機能拡充
や権利擁護人材の養成等の支援を実施
 ・法人後見訪問検討会　12回
　対象市町村に対し、法人後見事業実施に
向けた意見交換や助言等を実施
＊専門職団体等との意見交換会の実施
 ・２回実施し、市町村における成年後見
制度利用促進に向けた検討を行った
　これらの取組を通じて、市町村における
成年後見制度の必要性等について認識が深
まり、計画策定や中核機関の設置が進んだ
市町村もでてきたが、まだ取組が遅れてい
る市町村もある

〇新潟県社会福祉協議会に委託し
て、以下の事業を実施
＊市町村職員等を対象とした研修会の
実施
 ・成年後見制度担当者研修会
 （６月頃開催予定）
 ・市町村長申立てに関する研修会
  ＜基礎編＞（８月頃開催予定）
 ・市町村長申立てに関する研修会
  ＜応用編＞（８月頃開催予定）
 ・中核機関ネットワーク会議
 （12月頃開催予定）
 ・法人後見スタートアップ研修会
 （10月頃開催予定）
 ・法人後見団体ネットワーク会議
 （２月頃開催予定）
＊専門的支援アドバイザー・体制整備
支援アドバイザーの配置及び相談窓口
の設置
 ・県内４か所程度の市町村に訪問し、
市町村担当者と専門職団体との意見交
換等を実施
 ・第二期成年後見制度利用促進基本計
画のKPIである「担い手の確保・育成等
の推進」を図るための検討会を実施
＊専門職団体等との意見交換会の実施
 ・２回程度実施予定

福祉保健部

３
　
精
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害
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組

167
(24)
(52)

高齢者虐待防止に向
けた取組【再掲】
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〇犯罪被害者等の現状や、被害者支
援の必要性及び民間支援団体の意義
や支援活動についての周知等を図る
ため、民間企業と連携した広報・啓
発、県HP等での情報発信に加え、被
害者支援を考える月間（11月）にお
いて､県民理解の促進に向けた活動に
取り組んだ
＊R5実績
・犯罪被害者支援フォーラムの開催
・新潟県縦断巡回パネル展の開催(７
市町村)
・横断幕・懸垂幕・ポスター掲示
・イオンモール新潟南でのパネル展
・新潟県内のイオン28店舗、清水
フードセンター14店舗における被害
者支援を呼びかける館内放送
・ウェブサイト、SNS等による広報
等

〇被害者支援を考える月間（11月）
において、犯罪被害者支援フォーラ
ム及び新潟県縦断巡回パネル展等を
開催し、集中的な広報啓発活動を実
施する

総務部

〇あらゆる警察活動を通じて県民が
被害者支援の理解を深めるための広
報活動に努めたほか、県警における
11月の広報重点を「犯罪被害者等支
援活動の周知と参加の促進及び犯罪
被害給付制度の周知徹底」に定めて
重点的に広報活動を行った
＊主な活動
・犯罪被害者支援フォーラム
（R5.11.25）
・イオンモール新潟南における街頭
広報（R5.7.12～7.18）
・「けいさつ相談の日」の広報
R5.9.11
・県警ホームページ、SNS、ラジオス
ポットを活用した広報

〇あらゆる警察活動を通じて被害者
支援を周知するための活動に努める
ほか、11月を被害者支援広報の強化
月間として重点的に広報活動を推進
する
・イオンモール新潟南における街頭
広報（R6.7.17～7.24)
・犯罪被害者支援フォーラムの開催
（R6.11.30）

警察本部

170
個人情報の保護に配
慮した情報提供

〇新潟県警察情報配信システム「ひ
かるくん・ひかりちゃん安心メー
ル」(以下「安心メール」という。)
により、県民に対する事件の手配・
不審者事案・防犯対策等の情報提供
を行い、犯罪被害防止広報及び注意
喚起を図った

〇「安心メール」により、県民に対
する犯罪発生状況及び防犯対策等の
タイムリーな情報提供を行い、県民
の防犯意識の高揚及び注意喚起を図
る 警察本部

171
(155)

適切な報道発表【再
掲】

〇報道発表については、関係者の名
誉や権利、プライバシーの保護、捜
査に及ぼす影響、公表することに
よって得られる公益性の度合いなど
について、個別の案件ごとに総合的
に検討し、組織として判断した

〇犯罪被害者等の個人情報に関する
報道については、個別具体的な案件
ごとに、被害者等の人権や安全に配
慮した適切な報道発表に努める 警察本部

〇県警察と連携し、中学・高校生を
中心に実施
＊R5実績：15回

〇県警察と連携し、中学・高校生を
中心に実施する 総務部

〇県内の中学、高校、地域団体にお
いて遺族講演等による教室を開催
し、命の大切さや被害者支援の重要
性に関する意識の醸成を図った。
＊R5実績：中学４校、高校７校、地
域団体４団体

〇開催内容や開催方法等、開催する
学校や地域団体の要望を踏まえて効
果的な教室の開催を行う。
○県警他課が開催する各種教室との
合同開催による、開催機会の拡大を
図る。

警察本部

４
　
理
解
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・
気
運
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成
へ
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県
民
等
の
理
解
の
増
進

169
(63)

理解促進に向けた広
報啓発の実施【再
掲】

172
命の大切さを学ぶ教
室の開催
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〇県警察主催の「県内大学生・大学
院生に向けた被害者支援ミニセミ
ナー」について、広報・周知に取り
組み、希望する学生が被害者支援
フォーラムに学生ボランティアとし
て参加するなど、若年層の意識向上
を図った

〇県警察と連携し、学生向けの被害
者支援に関する研修について県HP等
で広報・周知を図り、学生らの意識
向上を促す

総務部

〇大学生・大学院生を対象とした被
害者支援に関する研修会を1回実施し
た
＊10月13日または14日18人参加
○「命の大切さを学ぶ教室」の開催
に際し、3名の大学生が企画運営に関
わった
○「犯罪被害者支援フォーラム
2023inにいがた」の開催に際し、8人
の大学生が受付や表彰式の誘導等を
行った

〇学生を対象とした広報啓発活動を
実施し、学生らの意識向上を促す

警察本部

174
学校における犯罪被
害者等支援に関する
教育

【義務教育課・高等学校教育課】
〇教職員対象の各種研修会におい
て、犯罪被害者の人権に対する正し
い理解が求められることから、受講
対象者の立場や経験に応じた研修を
実施した
＊初任者研修
＊教職６年次研修、中堅教諭等資質
向上研修
＊新任管理職研修
＊人権教育、同和教育担当者会議
＊人権教育、同和教育指導者研修会
【生徒指導課】
〇性犯罪・性暴力に関する啓発や支
援に関する情報提供に努めた
＊性暴力等の被害者支援のためのオ
ンライン研修会
＊性犯罪、性暴力被害者のためのワ
ンストップ支援センター

〇犯罪被害者支援等に関する動向を
注視し、最新の情報が研修内容に反
映されるよう努める

教育庁

175
交通事故の実態等の
周知による県民理解
の増進

〇R4･R5年中の交通事故統計資料や死
亡事故発生マップ等をホームページ
上に掲載し、交通事故の発生実態や
その悲惨さの周知を図った

〇交通事故被害者等の手記を含めた
パンフレット等を講習会等で配布す
るほか、事故類型や年齢層別等の交
通事故に関する様々なデータを公表
し、交通事故の実態やその悲惨さを
周知し、犯罪被害者等支援に関する
理解の増進を図る

警察本部

４
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173
被害者支援学生ボラ
ンティアとの広報活
動等の実施
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176
(26)
(49)
(56)
(71)
(120)
(132)

性暴力・性犯罪被害
者への支援【再掲】

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により「性暴
力被害者支援センターにいがた」を
運営
〇性暴力・性犯罪被害者に対する一
元的・総合的な支援窓口として、相
談業務や支援業務、警察等への付添
い、相談員の育成等を実施
〇専用電話「♯8891（はやくワンス
トップ）」（受付 24時間365日）に
より、相談体制の充実が図られた
〇相談窓口の広報を実施
・性暴力被害者支援カードの作成・
配付（小・中・高校生）
・マスコミを活用した広報（新聞掲
載）
・ＳＮＳを活用した広告広報
・「被害者支援を考える月間」での
パネル展示、リーフレット配付

〇「（公社）にいがた被害者支援セ
ンター」への業務委託により、性暴
力・性犯罪被害者に対する一元的・
総合的な支援窓口として、「性暴力
被害者支援センターにいがた」を開
設し、相談業務や支援業務、警察等
への付添い、相談員の育成等を行う
とともに、相談窓口の広報を実施す
る

総務部

177
(54)
(83)
(160)

ＤＶ被害者の支援体
制の強化【再掲】

〇34機関からなる「配偶者暴力防止
連絡会議」を開催し、情報共有を
図った
〇「配偶者暴力防止連絡会議実務担
当者会議」を開催し、役割分担の確
認や事例検討を行い、ネットワーク
強化を図った
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託を
行った
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助を
行った

〇支援調整会議（代表者、実務担当
者）、研修の開催
〇ＤＶ被害者等の一時保護委託の実
施
〇市町村が行う民間シェルター機能
の強化を図る取組に対し、補助金を
交付 福祉保健部

178
ＤＶ予防に向けた啓
発の強化

〇県内中学校、高等学校においてＤ
Ｖ予防セミナーを実施した
〇民間団体に委託しデートＤＶ予防
に関するＤＶＤを制作した

〇民間団体に委託し、県内の学校等
においてデートＤＶ予防教育を実施
する 福祉保健部

179 巡回パネル展の実施

〇県内7市町村で「新潟県縦断巡回パ
ネル展」を開催し、来場者から被害
者に寄り添うメッセージをいただく
など、県民が理解を深めるきっかけ
をつくることができた
＊R5実績：新潟市、魚沼市、妙高
市、新発田市、阿賀野市、五泉市、
見附市

〇被害者支援を考える月間（11月）
において、県内市町村で「新潟県縦
断巡回パネル展」を開催する

総務部

180
地域で開催される各
種イベントや行事等
での周知

〇各警察署単位のあらゆる活動の場
において、広報用チラシや広報用ポ
ケットティッシュを配付するなどし
て被害者支援活動の理解と周知に努
めた

〇各警察署の活動計画に基づき、あ
らゆる警察活動の場において被害者
支援活動の理解と周知に努める 警察本部

総務部

警察本部

〇「犯罪被害者支援フォーラム」を
開催し、素直で正直な話が聞けて今
までにない講演内容だった等の感想
が寄せられるなど、被害者支援の理
解促進を図ることができた
＊R5実績：11/25(土) 新潟ユニゾン
プラザにおいて、知事表彰式、作文
朗読、基調講演、県警音楽隊ミニコ
ンサートを実施

〇県、県警、にいがた被害者支援セ
ンターによる共催で、11月に「犯罪
被害者支援フォーラム」を開催する

11
　
被
害
者
支
援
を
考
え
る
月
間

181
被害者支援フォーラ
ムの開催
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実施状況等

所管

〇県警察と連携し、11/30に犯罪被害
者等支援に関係する機関・団体・市
町村職員等を対象に講演会を実施し
た

〇犯罪被害者遺族や犯罪被害者等支
援に関する有識者等による講演会を
10月に開催予定 総務部

〇被害者支援に携わる機関での研修
会や中高校生を対象とした被害者支
援の広報啓発活動に尽力されている
被害者遺族を講師とし、被害後の心
理状況や裁判の辛さ、メディア等に
よる二次的被害、被害者支援の大切
さについて講演会を実施した。

〇県被害者支援連絡協議会定期総会
の開催後に部外講師を招いて被害者
支援講演会を開催予定

警察本部

183
県被害者支援連絡協
議会定期総会の開催

＊開催実績
・開催日　R5.11.30
・研修会において矯正における新制
度「被害者等の心情等の聴取・伝達
制度」の講演、協議会員による支援
をまとめた「協議会員支援別一覧
表」を発出し共有。

〇R6.10.31に開催し、相互の情報共
有と連携を図る

警察本部

184
時期が重なる同種事
業と連携した周知・
啓発の実施

〇庁内関係課等との連携・協力につ
いて検討・調整を行った

〇より広く、さまざまな機会を捉え
県民に周知するため、庁内関係課、
関係団体等と連携・協力した周知・
啓発に努める

総務部

　
12
　
表
彰

185 支援功労者の表彰

〇市町村・関係団体等から表彰候補
者の推薦を受け、表彰者を決定、犯
罪被害者支援フォーラムにて、表彰
式を実施した
〇尽力された方々の功績を紹介する
など、支援従事者等の更なる意識高
揚を図ることができた
＊R5表彰者：個人2名、団体１団体

〇市町村・関係団体等から表彰候補
者の推薦を受け、表彰者を決定、犯
罪被害者支援フォーラムにおいて、
表彰式を実施する

総務部

４
　
理
解
増
進
・
気
運
醸
成
へ
の
取
組

11
　
被
害
者
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え
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182
被害者支援講演会の
開催
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